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中
国
近
世
思
想
史
に
於
け
る
司
馬
光
、『
法
言
』、『
老
子
』

―
性
・
質
・
学
・
諸
子
を
中
心
に
―

山　

田　
　

俊

　
　
　

序

　

司
馬
光
『
道
德
眞
經
論
』
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、『
道

德
眞
經
論
』
を
、
北
宋
『
老
子
』
注
釈
史
を
踏
ま
え
、
儒
教
的

観
点
に
拠
り
「
仁
義
」
を
「
道
」
の
「
體
」、「
禮
樂
」
を
「
道
」

の
「
用
」
と
解
釈
し
、「
窮
理
盡
性
」
を
軸
に
「
誠
」
を
重
視

す
る
も
の
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。）

1
（

一
方
、『
老
子
』
注
釈
と
し

て
は
、
そ
の
注
釈
方
針
は
理
解
し
に
く
い
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。）

2
（

司
馬
光
の
『
法
言
注
』
も
類
似
の
性
格
を
持
つ
。
北
宋
・

治
平
二
年
（
一
〇
六
五
）
の
国
子
監
刻
李
軌
注
『
揚
子
法
言
』

に
基
づ
き
、
元
豊
四
年
（
一
〇
八
一
）、
司
馬
光
は
『
揚
子
法

言
集
注
』
を
編
纂
す
る
。
こ
れ
に
は
晋
・
李
軌
注
、
唐
・
柳
宗

元
補
闕
、
北
宋
・
宋
咸
注
、
呉
秘
注
が
収
録
さ
れ
る
。
し
か
し
、

司
馬
光
『
法
言
注
』
は
こ
れ
ら
諸
注
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け

て
い
な
い
。

　

司
馬
光
『
法
言
注
』
の
重
要
概
念
に
は
「
質
」「
性
」
が
有
り
、

「
質
」
は
「
學
」
と
、「
性
」
は
「
因
循
」
と
関
わ
る
。
こ
の
「
因

循
」
が
司
馬
光
が
『
老
子
』
を
評
価
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
り
、『
法
言
注
』
と
『
道
德
眞
經
論
』
に
一
貫
す
る
立
場
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
両
注
釈
を
参
照
す
る
こ
と
で

彼
の
立
場
は
よ
り
明
確
と
な
ろ
う
。

　

一
方
、
近
世
以
降
の
『
老
子
』
諸
注
で
は
『
法
言
』
が
一
定

程
度
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
観
点
は
司
馬

光
と
は
明
確
に
異
な
る
。結
果
と
し
て
、『
道
德
眞
經
論
』は
、『
老

子
』
注
釈
史
か
ら
見
る
と
異
質
な
注
釈
と
な
る
。
本
論
は
司
馬
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光
『
法
言
注
』
を
手
掛
か
り
に
、
北
宋
思
想
史
に
於
け
る
『
法

言
』『
老
子
』
の
問
題
の
一
斑
に
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

第
一
章　

近
世
思
想
史
に
於
け
る
『
法
言
』

　
　
　

第
一
節　

近
世
思
想
に
於
け
る
『
法
言
』
受
容
概
観

　

宋
人
の
揚
雄
及
び
『
法
言
』
へ
の
言
及
に
は
一
定
の
パ
タ
ー

ン
が
有
る
。
第
一
に
「
揚
子
吃
、不
能
劇
譚
」「
揚
子
投
天
禄
閣
」

「
揚
子
無
子
」
等
の
揚
雄
を
巡
る
言
説
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。

第
二
に
揚
雄
の
王
莽
評
価
に
関
す
る
も
の
で
、
所
謂
「
劇
秦
美

新
」
等
の
真
意
を
巡
る
も
の
で
あ
る
。）

3
（

第
三
は
孔
子
の
教
え

を
継
承
す
る
者
と
し
て
孟
子
・
荀
子
・
揚
雄
・
韓
愈
を
列
挙
し
、

そ
の
中
で
揚
雄
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
愈
以
降

の
唐
・
宋
の
古
文
家
に
多
く
見
ら
れ
、
時
に
揚
雄
を
諸
子
か
ら

除
外
し
聖
人
・
賢
者
に
列
し
、
或
い
は
異
端
と
対
置
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。）

4
（

諸
子
の
問
題
は
『
法
言
』
諸
注
で
も
重
要
な
主

題
と
な
る
。

　

以
上
が
事
実
確
認
的
色
彩
が
強
い
の
に
対
し
、「
性
」
を
巡

る
議
論
は
思
想
的
踏
み
込
み
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、孟
子
・

荀
子
・
揚
雄
・
韓
愈
の
四
子
の
「
性
」
説
を
巡
る
議
論
と
な
る
。

例
え
ば
、
歐
陽
脩
は
「
性
」
は
涵
養
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
で

あ
り
、
善
悪
を
議
論
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
し
、）

5
（

李
覯
は
聖

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
性
」
が
仁
義
智
信
を
具
現
化
し

て
い
る
の
に
対
し
、
賢
人
は
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、
こ
の
「
賢

人
之
性
」
が
揚
雄
の
言
う
「
善
惡
混
」
に
相
当
す
る
と
す
る
。）

6
（

劉
敞
は
人
の
「
性
」
は
必
ず
善
だ
が
、
そ
こ
に
は
個
人
差
が
あ

り
、
凡
人
は
努
力
し
て
も
堯
舜
に
は
な
れ
な
い
が
、
誰
も
が
学

ぶ
こ
と
で
「
性
」
を
涵
養
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。）

7
（

王
安

石
は
善
悪
の
差
は「
情
」に
現
わ
れ
、揚
雄
を
含
む
諸
子
の「
性
」

説
は
誤
り
と
す
る
。）

8
（

李
清
臣
は
告
子
と
四
子
の
「
性
」
説
は

そ
れ
ぞ
れ
命
・
徳
・
情
・
意
・
才
を
「
性
」
と
誤
解
し
た
も
の

と
し
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
「
性
」
で
は
な
い
が
、「
性
」
か
ら

派
生
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
か
ら
「
性
」
へ
と

辿
り
着
く
こ
と
が
可
能
と
す
る
。）

9
（

二
程
は
、
揚
雄
・
韓
愈
の

「
性
」
説
は
「
才
」
を
「
性
」
と
論
じ
た
に
過
ぎ
ず
、「
性
」
は

全
て
善
で
、「
才
」
に
善
・
不
善
の
別
が
有
る
と
す
る
。）

10
（

蘇
軾

は
諸
子
の
議
論
は
議
論
自
体
を
目
的
と
し
た
不
毛
な
も
の
に
過

ぎ
ず
、
）
11
（

「
性
」
と
「
才
」
を
区
別
し
、
善
・
悪
は
「
性
」
そ
の

も
の
の
性
質
で
は
な
い
と
し
た
。）

12
（

　

こ
の
様
に
、
揚
雄
を
巡
る
言
説
、
揚
雄
を
含
む
「
性
」
説
、

更
に
は
異
端
・
諸
子
等
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、

こ
れ
ら
が
宋
人
の
『
法
言
』
に
対
す
る
興
味
を
惹
起
し
た
一
因

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
方
、『
法
言
』
各
篇
か
ら
多
く
引
用
す
る
『
太
平
御
覽
』

を
見
る
と
、
中
で
も
「
學
行
」
と
「
吾
子
」
の
両
篇
か
ら
の
引

用
が
圧
倒
的
に
多
い
。
冒
頭
両
篇
に
着
目
し
た
可
能
性
も
否

定
出
来
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
理
由
も
想
定
し
得
よ
う
。「
學

行
」
篇
序
は
「
天　

生
民
を
降く
だ
し
て
、
倥こ
う
と
う侗
顓せ
ん

蒙も
う
た
り
。
情

性
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
し
、
聰
明
は
開
か
ず
。
諸こ
れ
に
理
を
訓お
し
う
。
學
行
を

譔
す
」
）
13
（

と
、
天
が
生
じ
た
当
初
の
人
は
蒙
昧
で
あ
っ
た
た
め

「
理
」
を
教
え
る
必
要
が
あ
り
、「
學
行
」
篇
を
撰
述
し
た
と
述

べ
る
。「
吾
子
」
篇
序
は
「
周
よ
り
降く
だ
り
孔
に
迄お
よ
び
、
王
道
を

成
す
。
然
る
後
、
誕
章
乖
離
し
、
諸
子　

徽
を
圖
す
。
吾
子
を

譔
す
」
）
14
（

と
、孔
子
に
至
り
「
王
道
」
は
一
旦
完
成
し
た
も
の
の
、

や
が
て
諸
子
が
旗
印
を
描
き
な
が
ら
乖
離
し
て
い
っ
た
。
そ
の

た
め
「
吾
子
」
篇
が
こ
れ
に
続
く
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
序

に
従
え
ば
、
両
篇
は
蒙
昧
と
し
て
生
ま
れ
た
人
が
「
王
道
」
を

学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
と
、
そ
こ
か
ら
逸
れ
た
諸
子
の
問
題
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
太
平
御
覧
』
も
又
、
学
問
・

諸
子
と
関
連
し
て
『
法
言
』
に
着
目
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

第
二
節　

北
宋
『
法
言
』
注

　
　
　
（
一
）、
宋
咸
『
法
言
』
注

　

次
に
司
馬
光
『
法
言
集
注
』
が
収
録
す
る
北
宋
の
二
つ
の
注

釈
を
見
て
い
く
。

　

宋
咸
（
九
九
五
〜
）
15
（

）「
重
廣
注
揚
子
法
言
原
序
」（
一
〇
三
七
）

は
、
孔
子
の
学
風
が
衰
退
し
た
後
に
諸
子
が
陸
続
と
出
現
し
た

が
、
聖
人
の
学
問
を
受
け
継
い
だ
者
は
揚
雄
と
孟
子
の
み
で

あ
っ
た
。『
孟
子
』
に
は
趙
岐
注
が
有
り
、
そ
の
学
術
を
伝
え

た
が
、『
法
言
』
の
李
軌
の
注
は
簡
略
に
過
ぎ
、
柳
宗
元
の
刪

定
は
僅
か
で「
亡
誤
」を
補
い
切
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
又
、『
詩

經
』『
書
經
』
の
「
小
序
」
の
体
に
倣
い
、『
法
言
』
各
篇
末
に

位
置
し
て
い
た
「
序
」
を
各
篇
の
前
に
移
動
し
た
と
し
、
）
16
（

こ
こ

に
は
『
法
言
』
を
経
に
準
ず
る
も
の
と
見
做
す
意
識
が
窺
え
る
。

諸
子
と
区
別
さ
れ
る
「
聖
人
之
法
」
を
伝
え
る
『
法
言
』
の
注

釈
の
不
備
を
痛
感
し
、『
法
言
』
の
主
旨
を
正
確
に
伝
え
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　
　
　
（
１
）、「
性
」

　
『
法
言
』「
脩
身
篇
」
の
「
人
之
性
也
、
善
惡
混
。
脩
其
善
則

爲
善
人
、
脩
其
惡
則
爲
惡
人
」
に
対
す
る
宋
咸
の
理
解
は
比
較

的
単
純
で
、『
論
語
』
の
「
中
人
以
上
可
以
語
上
、
中
人
以
下

不
可
以
語
上
也
」（「
雍
也
篇
」）と「
上
智
與
下
愚
不
移
」（「
陽
貨
篇
」）

を
基
調
と
し
、
孟
子
「
性
善
」
を
上
品
に
、
荀
子
「
性
惡
」
を

下
品
に
、
揚
雄
「
善
惡
混
」
を
中
品
に
配
当
し
、
三
説
揃
う
こ

と
で
「
性
」
論
は
完
備
す
る
と
す
る
（『
宋
本
揚
子
法
言
』「
脩
身
篇
」
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）。
そ
し
て
、生
来
の「
質
」は
変
更
し
難
い
と
い
う『
法
言
』

の
句
に
対
し
、「
質
と
は
性
の
こ
と
だ
。性
に
は
能
力
差
が
あ
り
、

そ
れ
は
学
問
と
は
関
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
学
ん
で
も
効
果
が
無

い
の
だ（
質
、猶
性
也
。言
、性
有
能
否
、不
由
於
學
。故
爲
無
益
）」（『
同
』「
學

行
篇
」p.70
）、
と
「
質
」
と
「
性
」
を
同
一
視
し
、「
學
」
に
よ

る
変
更
は
不
可
能
と
し
た
上
で
、「
性
は
学
問
と
関
わ
り
な
く

得
ら
れ
る
が
、
誠
性
は
性
の
中
に
潜
ん
で
い
る
（
性
雖
否
學
則
得

之
、既
得
之
則
誠
性
亦
在
其
中
矣
）」（『
同
』「
學
行
篇
」p.70

）
と
、「
誠
性
」

は
生
得
の
も
の
だ
が
、「
質
＝
性
」
に
内
包
さ
れ
て
お
り
、「
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
誠
が
顕
現
し
て
い
る
の
は
聖
人
だ
け
だ
。

聖
人
以
下
は
ど
う
し
て
学
ば
な
い
で
よ
か
ろ
う
か
（
自
誠
而
明
、

聖
人
而
已
。
明
誠
以
降
、何
嘗
不
由
乎
學
）」（『
同
』「
學
行
篇
」p.68

）
と
、

「
學
」
に
よ
る
「
誠
」
の
顕
現
化
を
説
く
。『
禮
記
』「
中
庸
篇
」

を
踏
ま
え
た
「
性
・
質
」
を
巡
る
議
論
の
俎
上
に
在
る
こ
と
が

窺
え
る
。

　
　
　
（
２
）、
諸
子
・
異
端

　

宋
咸
注
の
数
箇
所
に
異
端
の
語
が
見
ら
れ
る
。「『
非
』
と
は

異
端
の
学
術
の
こ
と
だ
。『
是
』
と
は
正
経
の
学
術
の
こ
と
だ

（
非
、
謂
異
端
之
術
。
是
謂
正
經
之
術
）」（『
同
』「
學
行
篇
」p.75

）、「
司

馬
遷
の
立
場
は
雑
駁
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
礼
楽
儒
学
の

説
を
含
み
、
聖
人
の
道
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

劉
安
は
異
端
の
病
に
泥
ん
で
い
た
。
だ
か
ら
『
取
り
上
げ
な

い
』
と
言
う
の
だ
（
司
馬
遷
雖
雜
、
尚
有
禮
樂
儒
學
之
説
、
於
聖
人
之

道
、
可
取
而
用
之
。
於
劉
安
溺
異
端
之
痼
者
也
。
故
曰
、
鮮
取
焉
）」（『
同
』

「
君
子
篇
」p.295

）、
異
端
を
「
正
經
」
に
対
置
さ
せ
、「
禮
樂
儒

學
之
説
」
を
「
聖
人
之
道
」
と
す
る
一
方
、
劉
安
は
「
異
端
之

痼
」
に
耽
溺
し
た
と
す
る
。
劉
安
の
立
場
は
「
聖
人
之
道
」
に

悖
り
、
人
々
を
「
雜
説
」
へ
誘
う
「
左
道
」
と
し
て
「
淮
南
游

仙
化
金
之
説
」
と
も
称
さ
れ
（『
同
』「
君
子
篇
」p.296

）、
宋
咸
が

言
う
「
異
端
」
と
は
「
聖
人
之
道
」
に
反
す
る
説
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
一
方
、
諸
子
に
就
い
て
『
法
言
』
は
、「
道
」
は

あ
ら
ゆ
る
所
に
通
じ
、「
堯
、
舜
、
文
王
」
に
通
じ
る
の
が
「
正

道
」、そ
れ
以
外
に
通
じ
る
の
を
「
他
道
」
と
言
う
。
こ
の
「
他
」

を
宋
咸
は
「
邪
・
曲
」
と
理
解
し
（『
同
』「
問
道
篇
」p.120

）、「
諸

子
の
雑
説
で
も
聖
人
の
道
理
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
っ

て
い
る
の
だ
（
言
、
諸
子
雜
説
、
亦
可
適
於
聖
理
也
）」（『
同
』「
問
道

篇
」p.121

）
と
、「
諸
子
雜
説
」
は
「
聖
理
（
堯
、
舜
、
文
王
の

教
）」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
聖
理
」
に
辿
り
着

く
可
能
性
は
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
「
異
端
」
と
区
別
さ

れ
て
い
る
。
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（
二
）、
呉
秘
『
法
言
注
』

　
　
　
（
１
）、「
性
」

　

呉
秘
注
は
「
天
が
五
行
を
生
じ
る
の
で
、
人
の
性
と
は
仁
義

礼
智
信
な
の
だ
（
天
生
五
行
、
其
性
、
仁
義
禮
智
信
）」（『
同
』「
學
行

篇
」p.69
）
と
、天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
仁
義
禮
智
信
」
を
「
性
」

の
本
質
と
す
る
。
）
17
（

「
形
が
異
な
れ
ば
、性
も
異
な
る（
形
殊
、性
別
）」

（『
同
』「
問
明
篇
」p.166
）
と
は
、
同
一
種
の
間
で
「
性
」
は
共
通

す
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
り
、「
仁
義
禮
智
信
」
は
人
に
共

通
す
る
「
性
」
の
本
質
で
あ
り
、従
っ
て
「
羣
人
」
と
「
聖
人
」

の
「
性
」
は
本
質
的
に
同
じ
と
な
る
。
そ
の
上
で
、「
天
地
の

姿
に
似
せ
、五
常
の
性
を
抱
く
の
だ
か
ら
、違
い
が
有
ろ
う
か
？

異
な
っ
て
い
る
の
は
道
だ
け
だ
（
肖
天
地
之
貌
、
懷
五
常
之
性
、
豈

有
異
乎
。
所
不
同
者
、
惟
道
耳
）」（『
同
』「
問
明
篇
」p.166

）
と
、「
五

常
之
性
」
は
共
通
す
る
が
「
道
」
は
「
不
同
」
で
あ
る
と
す
る
。

「
不
同
」
と
は
「
道
」
の
実
践
の
仕
方
、即
ち
学
問
に
由
る
「
性
」

の
涵
養
の
差
異
と
推
測
さ
れ
る
。
天
与
の
「
性
」
は
そ
の
在
る

べ
き
在
り
方
を
当
初
は
顕
現
し
て
お
ら
ず
、「
学
ん
で
道
に
至

れ
ば
、質
と
性
は
い
よ
い
よ
完
全
と
な
る（
學
而
至
道
、質
性
愈
全
）」

（『
同
』「
學
行
篇
」p.70

）、「
学
習
と
性
と
で
完
成
す
る
（
習
與
性
成
）」

（『
同
』「
脩
身
篇
」」p.105

）
等
と
、「
學
（
習
）」
に
よ
っ
て
初
め

て
そ
の
「
性
」
は
完
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

呉
秘
注
は
「
仁
義
禮
智
信
」
の
中
で
も
特
に
「
禮
」
を
重
視

す
る
。「
礼
楽
が
無
け
れ
ば
禽
獣
で
あ
り
、
礼
楽
に
違
え
ば
貉

で
あ
る
（
無
禮
樂
則
禽
、異
禮
樂
則
貉
）」（『
同
』「
問
道
篇
」p.128

）
と
、

人
は
「
禮
樂
」
を
学
ぶ
こ
と
で
初
め
て
「
禽
」
と
区
別
さ
れ
、

「
聖
人
が
礼
制
を
設
け
な
け
れ
ば
、
人
は
君
子
に
は
な
ら
な
い

（
聖
人
無
禮
制
、
則
人
不
成
君
子
）」（『
同
』「
先
知
篇
」p.225

）
と
、「
聖

人
」
が
制
定
し
た
「
禮
」
が
有
る
か
ら
こ
そ
「
君
子
」
が
出
現

す
る
と
さ
れ
る
。「
禮
」に
由
っ
て
涵
養
す
る
こ
と
で
人
の「
性
」

は
初
め
て
顕
現
す
る
。）

18
（

従
っ
て
、「
禮
」
と
ど
の
様
に
関
わ
る

の
か
が
学
問
の
価
値
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。「
德
を
尚
び
」、

「
禮
を
薄
か
ろ
んじ
」
た
道
家
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で

あ
り
（『
宋
版
揚
子
法
言
』「
問
道
篇
」04/09a

）、
こ
の
点
が
異
端
と

関
わ
る
。

　
　
　
（
２
）、
諸
子
・
異
端

　
「
諸
子
と
は
恵
施
・
公
孫
龍
・
荘
子
・
老
子
・
申
不
害
・
商

鞅
の
類
だ
（
諸
子
若
惠
施
・
公
孫
龍
・
莊
・
老
・
申
・
商
之
類
）」（『
宋

本
揚
子
法
言
』「
吾
子
篇
」p.97

）
と
呉
秘
注
は
述
べ
、
彼
等
を
「
聖

人
の
正
路
を
塞
」
ぐ
「
塞
路
者
」
と
す
る
（『
同
』「
吾
子
篇
」p.102

）。

そ
の
上
で
、「
諸
子
の
異
端
で
も
、
も
し
聖
人
の
道
に
通
じ
る

こ
と
が
出
来
れ
ば
、
よ
い
の
だ
（
猶
諸
子
之
異
端
、
若
能
自
通
於
聖

人
之
道
、
亦
可
也
）」（『
同
』「
問
道
篇
」p.121

）
と
、
諸
子
は
異
端
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で
は
あ
る
も
の
の
、「
聖
人
の
道
」
へ
到
達
す
れ
ば
許
容
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
聖
人
の
道
に
順
え
ば
、
諸
侯
で
異
聞
を
学

ん
で
い
た
者
も
、
そ
れ
を
捨
て
る
（
既
從
聖
人
之
道
、
則
諸
侯
習
其

異
聞
者
、
棄
之
）」（『
同
』「
五
百
篇
」p.200

）
と
、「
異
聞
」
を
習
っ

て
い
た
「
諸
侯
」
で
も
、「
聖
人
之
道
」
に
従
え
ば
、「
異
聞
」

を
放
棄
す
る
こ
と
が
有
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
諸
子
と

異
端
を
「
聖
人
の
正
路
」
を
妨
げ
る
者
と
同
一
視
し
た
上
で
、

異
端
か
ら
「
正
路
」
へ
の
転
向
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　

諸
子
に
関
し
て
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
『
老
子
』
の
扱
い

で
あ
る
。『
法
言
』「
問
道
篇
」
が
言
う
「
有
取
焉
」「
無
取
焉
耳
」

と
い
う
『
老
子
』
に
対
す
る
二
種
の
態
度
に
関
し
て
、『
老
子
』

は
仁
義
礼
と「
道
」を
区
分
し
た
上
で
、「
道
」を
重
視
し「
仁
義
」

「
禮
學
」
を
軽
ん
じ
た
、
だ
か
ら
「
採
ら
な
い
（
無
取
）」
の
だ

と
呉
秘
注
は
言
う
。
一
方
、『
孔
子
家
語
』
は
孔
子
が
礼
に
就

い
て
老
子
に
教
え
を
請
う
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
老
子

は
礼
を
深
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
と
し
、
そ
の
立
場
は
虚
無
を

基
調
と
す
る
「
道
德
二
篇
」
と
は
異
な
る
と
す
る
（『
同
』「
問
道

篇
」p.124

）。
即
ち
、
老
子
そ
の
人
と
『
老
子
』
と
を
区
別
し
、

前
者
は
評
価
す
べ
き
だ
が
、
後
者
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

呉
秘
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、老
子
そ
の
人
は
諸
子
と
区
別
さ
れ
、

「
聖
人
之
路
」
を
理
解
し
た
者
と
な
る
。
一
方
、
荘
子
は
『
老

子
』
に
基
づ
き
「
禮
學
を
絶
滅
」
し
よ
う
と
し
（『
同
』「
問
道
篇
」

p.138

）、「
齊
物
之
論
」
を
作
っ
て
「
聖
人
を
非そ

し
」
っ
た
「
道

家
流
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（『
同
』「
君
子
篇
」p.300

）。

　

以
上
、
北
宋
の
両
注
に
見
ら
れ
る
「
性
」
の
内
実
と
学
問
と

の
関
わ
り
、
諸
子
・
異
端
と
聖
人
の
教
え
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

　
　
　

第
二
章　

司
馬
光

　
　
　

第
一
節　
『
法
言
』
注

　

皇
祐
二
年
（
一
〇
五
〇
）
の
司
馬
光
「
乞
印
行
荀
子
揚
子
法

言
状﹇
與
館
閣
諸
君
同
上
﹈」は
、戦
国
・
秦
・
漢
諸
子
の
中
で『
荀

子
』『
法
言
』
の
み
が
「
正
術
」
を
論
じ
た
優
れ
た
書
で
あ
る
、

し
か
し
、異
端
で
あ
る
『
莊
子
』『
列
子
』
や
末
術
で
あ
る
「
醫

方
」
で
す
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、『
荀
子
』『
法

言
』
は
文
献
的
に
未
整
理
で
、
多
く
の
版
本
が
民
間
に
流
布
し

て
い
る
も
の
の
、
文
字
の
誤
り
や
意
味
が
通
じ
な
い
点
も
見
ら

れ
る
、
校
訂
作
業
を
経
た
「
雕
板
」
を
国
子
監
に
送
り
刊
行
す

べ
き
、
と
訴
え
る
。）

19
（

　
『
法
言
』
の
テ
ク
ス
ト
が
未
整
理
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
一

貫
す
る
様
に
、
司
馬
光
『
法
言
注
』
は
本
文
校
訂
・
字
義
・
字

音
の
考
証
な
ど
が
中
心
で
、
思
想
的
内
容
に
立
ち
入
っ
た
注
釈
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は
寧
ろ
少
な
い
。
そ
の
中
で
例
外
的
に
長
文
な
の
が「
脩
身
篇
」

の
「
人
之
性
也
善
惡
混
」
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
。
そ
の
内
容

を
概
観
し
て
お
く
な
ら
ば
、「
性
と
は
人
が
天
か
ら
受
け
て
存

在
し
て
い
る
こ
と
だ
（
夫
性
者
、
人
之
所
受
於
天
以
生
者
也
）」（『
宋

本
揚
子
法
言
』「
脩
身
篇
」p.105

）
と
、「
性
」
は
天
か
ら
生
を
与
え

ら
れ
た
人
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
万
物
は
陰
陽
二
気

か
ら
構
成
さ
れ
る
た
め
、
全
て
の
存
在
に
は
必
ず
善
・
悪
双
方

が
備
わ
る
。
聖
人
・
愚
人
も
そ
の
点
で
は
同
様
だ
が
、
善
と
悪

の
比
率
に
違
い
が
有
り
、
聖
人
の
悪
は
極
め
て
少
量
な
た
め
、

善
に
よ
っ
て
自
然
と
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。
愚
人
は
そ
の
逆
で
あ

る
。
こ
れ
が
『
論
語
』
の
「
惟
上
智
與
下
愚
不
移
」
の
意
味
と

さ
れ
る
（『
同
』「
脩
身
篇
」p.105

）。
そ
し
て
、「
聖
人
に
悪
が
無

け
れ
ば
、
ど
う
し
て
学
問
が
必
要
で
ろ
う
か
。
愚
人
に
善
が
無

け
れ
ば
、
ど
う
し
て
教
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
（
必
曰
聖
人
無
惡
、

則
安
用
學
矣
。
必
曰
愚
人
無
善
、則
安
用
教
矣
）」（『
同
』「
脩
身
篇
」p.105

）

と
、
聖
人
・
愚
人
を
問
わ
ず
善
悪
双
方
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、

「
性
」
を
生
来
の
ま
ま
に
任
せ
て
お
い
て
は
な
ら
ず
、「
學
」
ぶ

こ
と
で
善
を
徐
々
に
増
し
悪
を
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
『
尚
書
』「
多
方
」
の
「
惟
聖
罔
念
作
狂
、
惟
狂
克
念
作
聖
」

の
意
味
と
さ
れ
る
。
即
ち
、『
法
言
』「
脩
善
則
爲
善
人
、
脩
惡

則
爲
惡
人
」
の
句
を
、
学
問
に
よ
り
善
悪
の
量
を
調
整
す
る
こ

と
と
理
解
す
る
。
従
っ
て
、「
だ
か
ら
、
揚
雄
は
人
の
性
は
善

悪
が
混
ざ
る
と
考
え
た
の
だ
。
混
ざ
る
と
は
、
善
悪
が
心
の
裡

に
共
に
在
る
と
い
う
こ
と
だ
。
個
人
が
何
を
選
ん
で
そ
れ
を
如

何
に
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
善
を
修
め
れ
ば
善
人
と

な
り
、
悪
を
修
め
れ
ば
悪
人
と
な
る
、
こ
の
道
理
は
極
め
て
明

確
だ
（
故
揚
子
以
爲
人
之
性
善
惡
混
。
混
者
善
惡
雜
處
於
心
之
謂
也
。
顧

人
所
擇
而
修
之
何
如
耳
。修
其
善
則
爲
善
人
、修
其
惡
則
爲
惡
人
、斯
理
也
）」

（『
同
』「
脩
身
篇
」p.105

）
と
）
20
（

、「
人
之
性
善
惡
混
」
を
学
問
の
在

り
方
次
第
で
善
に
も
悪
に
も
な
る
も
の
だ
と
し
、
学
問
に
関
わ

る
者
の
主
体
的
選
択
如
何
に
拠
っ
て
い
る
と
す
る
。）

21
（

　

こ
の
様
に
「
性
」
の
善
悪
の
問
題
と
学
問
と
の
関
わ
り
が
特

に
丁
寧
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
司
馬
光
の
日
頃
の
関
心

が
こ
こ
に
在
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
、
こ
の
点
を
軸
に
『
法
言

注
』
全
体
の
内
容
を
見
て
い
く
。

　
　
　
（
一
）、「
性
」

　

天
与
の
錯
綜
し
た
事
象
に
司
馬
光
は
関
心
を
向
け
る
。 「
性
」

の
多
様
性
を
認
め
る
司
馬
光
が
『
法
言
』
に
着
目
し
た
の
は
当

然
と
言
え
よ
う
。「
天
性
は
自
然
で
、
増
減
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
（
天
性
自
然
、不
可
増
損
）」（『
同
』「
問
道
篇
」p.122

）。『
法
言
』

が
言
う
「
道
德
仁
義
禮
」
を
司
馬
光
は
変
更
不
可
能
な
「
天
性
」

（7）
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と
理
解
し
、
）
22
（

そ
の
た
め
、「
天
地
の
理
、
人
物
の
性
は
全
て
自

然
よ
り
生
じ
、
変
更
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
智
者
は
そ
の

こ
と
を
了
解
し
て
い
る
の
で
、（
性
に
）
任
せ
て
導
く
だ
け
な

の
だ
（
言
天
地
之
理
、
人
物
之
性
、
皆
生
於
自
然
、
不
可
彊
變
。
智
者
能

知
其
可
以
然
、則
因
而
導
之
耳
）」（『
宋
本
揚
子
法
言
』「
問
道
篇
」p.129

）と
、

「
自
然
」
に
基
づ
く
「
天
地
之
理
、
人
物
之
性
」
の
変
更
は
不

可
能
な
た
め
、そ
れ
に
「
因
」
っ
て
「
導
」
く
の
み
と
強
調
す
る
。

後
天
的
変
更
が
不
可
能
な
「
性
」
は
そ
の
持
前
に
沿
う
こ
と
し

か
出
来
な
い
。「
頑
石
朽
木
は
、
造
化
の
働
き
で
も
変
え
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
昬
君
愚
人
は
、
聖
人
も
向
上
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
頑
石
朽
木
、造
化
所
不
能
移
。
昬
君
愚
人
、聖
人
所
不
能
益
）」

（『
同
』「
五
百
篇
」p.206

）
と
、「
昬
君
愚
人
」
は
生
ま
れ
な
が
ら

の
在
り
方
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
「
聖
人
」
で
も
変
更
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。し
か
し
一
方
で
、『
法
言
』「
問
明
篇
」

の
、
鳥
・
獣
が
「
形
・
性
」
を
異
に
す
る
「
鳳
・
麟
」
に
は
な

れ
な
い
の
に
対
し
、「
群
人
」
と
「
聖
人
」
の
関
係
は
別
だ
と

い
う
記
述
に
対
し
、
司
馬
光
は
「
聖
人
と
（
群
）
人
は
皆
な
人

だ
。
形
・
性
は
異
な
ら
な
い
以
上
、
聖
人
に
近
づ
く
こ
と
は
可

能
な
の
だ
（
聖
人
與
人
皆
人
也
。
形
性
無
殊
、
何
爲
不
可
跂
及
）」（『
同
』

「
問
明
篇
」p.166

）
と
、「
人
」
と
「
聖
人
」
は
「
性
・
形
」
が
共

通
し
て
い
る
た
め
、「
人
」
は
「
聖
人
」
に
近
づ
き
得
る
と
す
る
。

　

変
更
不
可
能
な
持
前
で
あ
る
「
性
」
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

「
人
」
が
「
聖
人
」
に
近
づ
き
得
る
の
は
、「
質
」
の
概
念
と

関
わ
る
。「
質
と
は
、
政
の
大
体
で
あ
る
。
質
が
優
れ
て
い
て

も
、
礼
楽
で
そ
れ
を
飾
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。『
周
書
』
は
『
梓

の
木
で
（
器
を
）
作
る
な
ら
、
既
に
粗
削
り
し
て
い
れ
ば
、
赤

く
青
く
塗
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
言
う
（
質

者
、
爲
政
之
大
躰
也
。
質
既
美
矣
、
又
須
禮
樂
以
文
之
。
周
書
曰
、
若
作

梓
材
、
既
勤
撲
斵
、
惟
其
塗
丹
雘
）」（『
同
』「
先
知
篇
」p.218

）
と
、「
政

治
之
大
體
」
で
あ
る
「
質
」
は
、
そ
れ
が
た
と
え
優
れ
て
い
て

も
、更
に
「
禮
樂
」
に
よ
っ
て
磨
き
上
げ
る
必
要
が
有
る
。「
性
」

と
区
別
さ
れ
る
こ
の
「
質
」
の
涵
養
が
学
問
と
関
わ
る
。

　
　
　
（
二
）、
学

　

学
問
に
就
い
て
司
馬
光
は
言
う
。「
顔
淵
を
例
に
、
学
ば
な

け
れ
ば
常
人
の
ま
ま
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
孔
子
に

遭
っ
て
教
え
ら
れ
、
聖
人
に
近
づ
く
こ
と
を
願
っ
た
の
だ
。
他

物
を
変
化
さ
せ
て
黄
金
と
す
る
の
と
、
何
が
違
う
の
か
（
借
問

顔
淵
、不
學
亦
常
人
耳
。遇
孔
子
而
教
之
、乃
庶
幾
於
聖
人
。化
佗
物
為
黄
金
、

何
以
異
此
？
）」（『
同
』「
學
行
篇
」p.73

）。
学
ば
な
け
れ
ば
優
れ
た

資
質
も
「
常
人
」
の
ま
ま
だ
が
、
学
ぶ
こ
と
で
「
聖
人
」
に
近

づ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。「
聖
人
」
と
「
常
人
」
は
「
性
」
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聖
人
務
多
知
、
仙
人
務
長
生
）」（『
同
』「
君
子
篇
」p.302

）
と
、「
仙
」

の
た
め
の
学
問
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
「
道
」
は
「
聖

人
」
の
学
問
と
は
異
な
る
た
め
関
心
を
向
け
な
い
。
目
標
を
設

定
し
て
そ
こ
へ
近
づ
く
こ
と
が
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
様
々
な

努
力
目
標
、
即
ち
「
道
」
が
有
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一

つ
が
異
端
で
あ
る
。

　
　
　
（
三
）、
異
端

　
『
法
言
』
に
異
端
の
語
が
見
ら
れ
な
い
箇
所
で
も
司
馬
光
は

敢
え
て
異
端
の
語
を
使
う
。
例
え
ば
、
自
身
が
「
習
」
う
対
象

に
泥
ん
だ
結
果
、そ
れ
が
「
非
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
、

こ
れ
を
司
馬
光
は
「
習
小
道
」
と
称
し
、続
け
て
「
聖
人
之
道
」

と
異
端
に
言
及
す
る
（『
同
』「
學
行
篇
」p.75

）。
即
ち
、
異
端
と

は
「
聖
人
の
道
」
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、「
習
小
道
」

と
い
う
知
の
在
り
方
を
指
す
。
こ
の
知
の
在
り
方
は
諸
子
か
否

か
を
分
け
る
基
準
と
な
る
。「
小
知
に
拠
っ
て
立
て
ば
、
孔
子

の
道
と
は
異
な
る
（
以
其
小
知
立
、異
於
孔
子
之
道
）」（『
同
』「
君
子
篇
」

p.293

）、「
諸
子
の
道
は
時
に
は
僅
か
に
有
用
だ
が
、
正
し
い
在

り
方
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
た
め
、
奥
深
い
所
ま
で
到
達
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
（
言
、
諸
子
之
道
、
雖
時
有
小
用
、
而
非
順
正
、
不

可
以
致
遠
）」（『
同
』「
君
子
篇
」p.295

）
と
、「
諸
子
之
道
」
の
本

の
次
元
で
本
質
的
に
異
な
る
が
、「
質
」を
涵
養
す
る
こ
と
で「
聖

人
」に
近
づ
く
こ
と
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
目

は
日
の
光
に
拠
っ
て
、見
る
こ
と
が
出
来
る
。心
は
聖
道
に
拠
っ

て
、
知
を
備
え
る
こ
と
が
出
来
る
（
目
因
日
光
、
然
後
能
有
見
。
心

因
聖
道
、然
後
能
有
知
）」（『
同
』「
五
百
篇
」p.204

）
と
、「
聖
（
人
の
）

道
」
に
依
る
（
＝
「
學
」）
こ
と
で
知
的
活
動
が
初
め
て
可
能

と
な
る
。「
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
者
が
お
り
、
学
ん
で
知
る

者
が
い
る
が
、
知
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
、
と
は
こ
の
こ
と

だ
（
或
生
而
知
之
、或
學
而
知
之
。
及
其
知
之
一
也
、此
之
謂
矣
）」（『
同
』

「
學
行
篇
」p.70

）
と
述
べ
つ
つ
も
、「
中
庸
篇
」
を
踏
ま
え
て
「
生

ま
れ
な
が
ら
に
知
る
、
そ
の
明
智
を
一
人
で
巡
ら
し
、
事
物
の

機
微
を
深
く
究
め
る
も
の
で
、
常
人
の
及
ぶ
所
で
は
な
い
（
生

而
知
之
、
獨
運
明
智
、
極
深
研
幾
、
非
常
人
所
能
逮
）」（『
同
』「
脩
身
篇
」

p.117

）
と
述
べ
る
の
は
）
23
（

、「
生
而
知
之
」（
＝
「
聖
人
」）
と
「
學

而
知
之
」（
＝
「
賢
人
」）
の
本
質
的
差
異
を
踏
ま
え
つ
つ
、
共

に
学
問
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

学
問
は
こ
の
様
に
対
象
を
設
定
し
て
、
そ
こ
に
近
づ
く
べ
く

努
力
す
る
行
為
と
し
て
司
馬
光
は
理
解
す
る
。
従
っ
て
、
学
の

目
標
が
異
な
れ
ば
学
の
在
り
方
も
異
な
る
。「
聖
人
が
仙
を
学

ば
な
い
の
は
、
道
が
異
な
る
か
ら
だ
。
聖
人
は
多
知
に
務
め
、

仙
人
は
長
生
に
務
め
る
（
言
、
聖
人
所
以
不
斈
仙
者
、
道
不
同
故
也
。
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質
は
「
小
知
」「
小
用
」
で
あ
り
、「
致
遠
」
は
望
め
な
い
。
諸

子
も
ま
た
知
の
在
り
方
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で

異
端
と
異
な
ら
な
い
。
老
荘
に
就
い
て
は
、「『
子
貢
に
違
う
』

と
は
、
老
・
荘
の
徒
の
類
を
言
う
、
聖
人
の
道
は
『
難
知
而
不

可
及
』
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
追
随
し
て
（
聖
人
の
道
を
）

謗
る
の
だ
。
こ
れ
は
読
書
す
る
も
の
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
違
子
貢
、
謂
若
老
莊
之
徒
、
不
知
聖
人
之
道
難
知
而
不
可
及
、
遂

從
而
非
之
。
此
觀
書
者
所
宜
愼
也
）」（『
同
』「
問
明
篇
」p.168

）
と
、「
聖

人
之
道
」
を
否
定
し
て
い
る
点
で
は
老
荘
は
評
価
出
来
ず
、
読

書
の
際
に
注
意
す
べ
き
と
批
判
す
る
一
方
、「
鄒
衍
は
、
淫
侈

を
制
御
し
て
節
儉
に
戻
っ
た
。
荘
周
は
、
浮
躁
を
正
し
て
真
静

に
帰
っ
た
。
荘
子
の
天
地
人
の
常
道
と
合
す
る
も
の
は
、
所
謂

る
徳
で
あ
る
、
そ
れ
以
外
は
誤
り
だ
（
鄒
衍
、
抑
淫
侈
以
歸
節
儉
。

莊
周
、
矯
浮
躁
以
返
真
靜
。
其
言
合
於
天
地
人
之
常
道
者
、
所
謂
德
也
、

否
則
皆
過
言
也
）」（『
同
』「
問
神
篇
」p.157

）
と
、諸
子
で
あ
る「
鄒
衍
・

莊
周
」
は
「
歸
節
儉
」「
返
真
靜
」
と
、諸
子
よ
り
「
聖
人
之
道
」

へ
と
転
向
し
た
結
果
、「
天
地
人
之
常
道
」
に
合
し
得
た
点
は

評
価
し
得
る
が
、
そ
れ
以
外
の
側
面
は
取
る
べ
き
で
は
な
い
と

す
る
。
即
ち
老
荘
を
例
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
老
荘
と
い
う
枠

組
み
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
々
の
知
の
在
り
方
が
問
題
と

さ
れ
る
べ
き
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

第
二
節　

司
馬
光
の
其
他
の
著
述

　

司
馬
光
が
『
法
言
集
注
』
を
編
纂
し
た
の
は
元
豊
四
年

（
一
〇
八
一
）
と
さ
れ
る
が
、
司
馬
光
は
『
法
言
』
に
よ
り
早

く
か
ら
関
心
を
持
っ
て
い
た
。「
人
性
善
惡
混
」
に
対
す
る
司

馬
光
注
は
「
性
辯
」
の
題
で
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
正
月

二
十
日
の
撰
述
と
さ
れ
る
。）

24
（

恐
ら
く
前
年
に
「
國
子
監
刻
李

軌
注
『
揚
子
法
言
』
十
三
卷
」
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
触
発
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
治
平
三
年
は
『
資
治
通
鑑
』
編
纂
に
着

手
し
始
め
た
時
期
に
近
く
、『
資
治
通
鑑
』
の
『
法
言
』
引
用

の
状
況
か
ら
、『
資
治
通
鑑
』
と
『
法
言
集
注
』
の
編
纂
は
並

行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。）

25
（

更
に
、既
に
見
た「
乞

印
行
荀
子
揚
子
法
言
状
」
は
皇
祐
二
年
（
一
〇
五
〇
）
の
撰
で

あ
り
、
更
に
早
く
よ
り
『
法
言
』
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
又
、
先
行
研
究
に
拠
る
と
、
上
段
で
検
討
し
て

来
た
司
馬
光
の
立
場
は
彼
の
『
中
庸
』
注
釈
に
も
同
様
に
見
ら

れ
る
と
さ
れ
る
。
）
26
（

と
す
る
な
ら
ば
、
司
馬
光
の
立
場
は
注
釈
の

対
象
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
こ
の
点
は
後
段
の

『
道
德
眞
經
論
』
の
考
察
と
も
関
わ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
司
馬

光
の
他
の
著
述
の
状
況
を
概
観
し
て
お
く
。
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（
一
）、「
才
・
性
・
德
・
學
」

　

司
馬
光
は
人
事
の
適
性
を
論
じ
る
際
に
「
人
之
材
（
才
）
性
」

の
語
を
多
く
用
い
る
。「
人
の
材
性
に
は
適
正
が
あ
る
（
夫
人
之

材
性
、
各
有
所
宜
）」（『
司
馬
光
集
』「
論
財
利
疏
」p.614

）、「
人
の
才

性
に
は
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
所
が
あ
り
、
官
の
職
業
に
は
そ

れ
ぞ
れ
担
う
べ
き
も
の
が
あ
る
（
夫
人
之
才
性
、
各
有
所
長
、
官
之

職
業
、
各
有
所
守
）」（『
同
』「
作
中
丞
初
上
殿
箚
子
」p.827

）、「
人
の

才
性
に
は
そ
れ
ぞ
れ
出
来
る
事
と
出
来
な
い
事
と
が
あ
り
、
強

要
し
て
は
な
ら
な
い（
誠
以
人
之
才
性
、各
有
能
否
、不
可
牽
強
）」（『
同
』

「
辭
免
館
伴
箚
子
」p.873

）
等
ほ
ぼ
定
型
句
で
あ
り
、
一
〇
六
〇
年

代
の
こ
れ
ら
の
文
で
は
、「
人
の
材
（
才
）
性
」
の
多
様
性
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
資
質
に
多
様

性
が
有
る
と
い
う
人
間
観
は
よ
り
早
期
の
「
才
德
論
」
の
理
論

と
し
て
知
ら
れ
る
。「
才
と
は
天
か
ら
授
か
っ
た
も
の
だ
。
徳

と
は
人
が
獲
得
す
る
も
の
だ
（
所
謂
才
者
、
存
諸
天
。
德
者
、
存
諸

人
）」
と
、「
才
」
は
以
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
智
・
愚
・

勇
・
怯
」
等
が
該
当
し
、「
存
諸
天
」
即
ち
変
更
不
可
能
と
さ

れ
る
。
前
段
で
見
た
「
性
」
に
相
当
す
る
。
一
方
の
「
德
」
は

「
存
諸
人
」、
即
ち
後
天
的
涵
養
が
求
め
ら
れ
、「
善
・
惡
・
逆
・

順
」
が
該
当
す
る
（『
同
』「
才
德
論
」p.1430

）。
前
段
で
見
た
「
質
」

に
相
当
す
る
。）

27
（

涵
養
を
要
す
る
「
德
」
が
学
問
と
関
わ
る
点

に
つ
い
て
は
、
最
晩
年
の
「
進
孝
經
指
解
箚
子
」
に
、「
私
が

思
う
に
、
古
の
五
帝
三
王
の
頃
よ
り
、
学
ば
な
い
で
聖
徳
を
達

成
し
た
者
は
い
な
い
（
臣
竊
惟
自
古
五
帝
三
王
、
未
有
不
由
學
以
成
其

聖
徳
者
）」（『
同
』「
進
孝
經
指
解
箚
子
」p.1034

）
と
、
如
何
に
す
ぐ

れ
た
資
質
を
備
え
て
い
て
も
、
そ
れ
を
学
問
に
よ
っ
て
磨
き
上

げ
な
け
れ
ば
、
努
力
目
標
で
あ
る
「
聖
德
」
に
近
づ
く
こ
と
は

出
来
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
二
）、
異
端

　

司
馬
光
は
「
乞
印
行
荀
子
揚
子
法
言
状
」
で
既
に
異
端
の
語

を
用
い
て
い
た
。「
論
風
俗
箚
子
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
老
荘

批
判
で
は
、「
國
之
政
治
」
の
根
本
は
優
れ
た
人
材
の
獲
得
に

在
り
、
優
れ
た
人
材
は
「
正
術
」
に
よ
る
涵
養
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
年
は
「
老
莊
之
言
」
を
好
む
輩

が
多
く
、そ
の
傾
向
が
「
科
場
」
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
。「
老

莊
之
言
」
と
は
、「
虛
無
之
談
・
荒
唐
之
辭
」
を
恣
に
し
、「
仁

義
・
禮
學
」「
堯
舜
・
周
孔
」
を
否
定
し
、
現
実
問
題
か
ら
目

を
背
け
る
「
匹
夫
獨
行
之
私
言
」
と
さ
れ
る
（『
同
』「
論
風
俗
箚
子
」

p.973

）。「
論
風
俗
箚
子
」が
撰
述
さ
れ
た
熙
寧
二
年（
一
〇
六
九
）

と
い
う
時
期
は
荊
公
新
法
も
施
行
さ
れ
、
王
安
石
と
の
関
係
が

既
に
微
妙
に
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
・
顧
棟
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高
『
司
馬
光
年
譜
』
の
按
語
が
指
摘
す
る
様
に
、
荊
公
新
学
批

判
が
念
頭
に
在
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）

28
（

翌
熙
寧
三
年
に
王
安

石
に
宛
て
ら
れ
た
第
一
書
簡
が
孟
子
・
老
子
の
句
を
引
き
な
が

ら
新
法
を
批
判
し
て
い
る
の
も
確
認
さ
れ
る
（『
同
』「
與
王
介
甫

書
」p.1255
）。
し
か
し
、「
論
風
俗
箚
子
」
の
批
判
が
「
虛
無
・

荒
唐
」
を
恣
に
す
る
非
「
正
術
」
の
側
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る

点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。晩
年
の
一
〇
八
四
年
の『
迂
書
』「
釋

老
」
に
到
る
も
依
然
と
「
釋
老
」
を
評
価
す
る
発
言
も
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

或
る
者
が
尋
ね
た
「
釈
老
に
取
る
べ
き
点
は
有
る
の

か
？
」。
迂
叟「
有
る
」。
或
る
者「
ど
こ
だ
？
」。
迂
叟「
釈

の
空
の
思
想
、
老
の
無
為
自
然
の
思
想
は
取
る
べ
き
点
だ

が
、
そ
れ
以
外
は
不
要
だ
」。
或
る
者
「
空
で
あ
れ
ば
人

は
善
を
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
無
為
で
あ
れ
ば
人
は
治
め
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
ど
う
し
て
だ
？
」。
迂
叟
「
そ
う
い

う
意
味
で
は
な
い
。
空
と
は
利
欲
の
心
を
無
く
す
と
い
う

こ
と
だ
。
善
で
あ
れ
ば
死
ん
で
も
朽
ち
る
こ
と
は
な
い
、

こ
れ
は
非
空
と
言
え
る
。
無
為
と
は
因
任
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
治
ま
れ
ば
多
く
の
事
柄
を
一
日
で
こ
な
せ
る
。
こ

れ
は
有
為
と
言
え
る
」（
或
問「
釋
老
有
取
乎
？
」。
迂
叟
曰「
有
」。

或
曰
「
何
取
」。
曰
「
釋
取
其
空
、老
取
其
無
為
自
然
、捨
是
無
取
也
」。

或
曰
「
空
則
人
不
爲
善
、
無
爲
則
人
不
可
治
、
奈
何
？
」。
曰
「
非

謂
其
然
也
。
空
取
其
無
利
欲
之
心
。
善
則
死
而
不
朽
、
非
空
矣
。
無

爲
取
其
因
任
、治
則
一
日
萬
幾
、有
爲
矣
」）（『
同
』『
迂
書
』「
釋
老
」

p.1516

）。

「
釋
老
」
に
取
る
べ
き
点
は
有
る
か
と
い
う
問
い
自
体
が
『
法

言
』
を
髣
髴
さ
せ
る
。）

29
（

司
馬
光
は
仏
教
の
「
空
」、老
子
の
「
無

爲
自
然
」
の
み
は
評
価
し
得
る
と
す
る
。
但
し
、「
空
」
と
は

「
無
利
欲
之
心
」
の
意
味
で
あ
り
、「
無
爲
自
然
」
と
は
「
因
任
」

の
こ
と
と
し
、実
際
に
は
「
非
空
」「
有
爲
」
に
等
し
い
と
す
る
。

同
じ
頃
の
『
迂
書
』「
無
爲
贊
貽
邢
和
叔
」
は
、世
間
の
「
黃
老
」

を
学
ぶ
者
は
「
心
如
死
灰
、
形
如
槁
木
」
を
「
無
爲
」
と
見
做

す
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
心
を
治
め
て
正

し
く
あ
り
、
躬
を
保
っ
て
静
か
で
い
る
、
進
退
に
節
度
が
有
り
、

得
失
は
天
命
な
の
だ
。
道
を
自
身
の
内
に
守
り
、
達
成
さ
れ
る

か
は
天
に
任
せ
る
。
そ
れ
以
上
何
を
な
す
と
言
う
の
か
、
自
然

の
ま
ま
だ（
治
心
以
正
、保
躬
以
靜
。
進
退
有
義
、得
失
有
命
。
守
道
在
己
、

成
功
則
天
。
夫
復
何
爲
、莫
非
自
然
）」（『
同
』『
迂
書
』「
無
爲
贊
貽
邢
和
叔
」

p.1517

）
と
、
成
功
す
る
か
否
か
は
「
命
・
天
」
で
あ
り
、
そ

れ
は
人
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
以
上
、「
自
然
」
に

任
せ
静
観
す
る
し
か
な
い
、
そ
れ
が
「
無
爲
」
の
正
し
い
意
味

と
す
る
。
こ
れ
は
「
才
德
論
」
と
も
一
貫
す
る
、
人
為
的
変
更
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が
不
可
能
な
「
才
性
」「
命
」
は
強
い
て
変
更
せ
ず
、
そ
の
在

り
方
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
、「
無
爲
」「
自
然
」
に

「
因
」「
因
任
」
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
上
述
し
た
「
才
德

論
」
も
変
更
不
可
能
な
「
才
性
」
は
「『
存
諸
天
』
は
、
聖
人

も
そ
れ
に
任
せ
て
用
い
る
の
だ
。『
存
諸
人
』
は
聖
人
が
教
化

す
る
の
だ
（
存
諸
天
者
、聖
人
因
而
用
之
。
存
諸
人
者
、聖
人
教
而
成
之
）」

（『
同
』「
才
德
論
」p.1430

）
と
、「
聖
人
」
で
も
如
何
と
す
る
こ
と

も
出
来
ず
、
そ
れ
に
「
因ま
か
」
せ
る
し
か
な
い
と
述
べ
、
司
馬
光

の
一
貫
し
た
理
解
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。）

30
（

　
　
　

第
三
章　

近
世
『
老
子
』
注
釈
と
『
法
言
』

　
　
　

第
一
節　

司
馬
光
『
道
德
眞
經
論
』

　
「
司
馬
氏
註
『
道
德
眞
經
論
』」（『
正
統
道
藏
』
第
二
〇
冊
）
は
、

彭
耜
『
道
德
眞
經
集
註
』
が
「
涑
水
司
馬
光
曰
」
と
し
て
引
く

注
文
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
司
馬
光
の
注
釈
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。『
道
德
眞
經
論
』
は
『
老
子
』
注
釈
と
し
て
は
窮

め
て
簡
単
な
注
文
で
あ
り
、
注
釈
の
一
切
附
さ
れ
て
い
な
い
章

も
あ
る
な
ど
、
施
注
に
む
ら
が
あ
り
、
司
馬
光
が
関
心
の
あ
る

句
に
対
し
て
付
し
た
メ
モ
的
性
格
が
強
い
。
以
下
、
注
目
す
べ

き
点
を
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
（
一
）、「
道
」

　

第
一
章
「
道
可
道
、
非
常
道
。
名
可
名
、
非
常
名
」
に
対
し

て
次
の
様
に
言
う
。

　
　

 

世
俗
の
道
を
議
論
す
る
者
は
、
誰
も
が
道
の
本
体
は
微
か

で
奥
深
く
言
葉
で
は
表
現
出
来
な
い
と
言
う
。（
し
か
し
）

老
子
は
そ
の
様
に
は
考
え
ず
、
道
も
言
語
で
表
現
出
来
る

と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、（
老
子
が
言
う

道
は
）
世
俗
の
者
が
言
う
道
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

（
概
念
に
就
い
て
も
、
世
俗
の
理
解
と
は
異
な
り
、
老
子

は
）
言
葉
で
ど
う
に
か
表
現
し
得
る
も
の
と
述
べ
て
い
る

の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、（
老
子
が
言
う
名
と
は
）
世
俗

の
者
が
言
う
名
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。
世
俗
の
者
が

言
う
道
は
、（
議
論
の
）
対
象
に
固
執
し
た
理
解
に
過
ぎ

な
い
。
世
俗
の
者
が
言
う
名
と
は
、
過
激
な
弁
舌
に
過
ぎ

な
い
（
世
俗
之
談
道
者
、
皆
曰
道
體
微
妙
、
不
可
名
言
。
老
子
以
爲

不
然
、曰
道
亦
可
言
道
耳
。然
非
常
人
之
所
謂
道
也
。名
亦
可
强
名
耳
。

然
非
常
人
之
所
謂
名
也
。常
人
之
所
謂
道
者
、凝
滯
於
物
。所
謂
名
者
、

苛
察
繳
繞
）（『
道
德
眞
經
論
』。01/01a/07

）
31
（

）。

冒
頭
「
世
俗
之
談
道
者
」
と
後
半
に
見
ら
れ
る
「
常
人
」
と
は

同
じ
く
通
俗
理
解
者
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
世
俗
（
常
人
）」

が
理
解
す
る
「
道
」
は
「
道
體
微
妙
」
さ
れ
て
い
る
が
、「
微
妙
」

（13）
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の
語
は
第
一
章
に
「
玄
と
は
、
非
有
非
無
、
微
妙
の
極
致
で
あ

る
（
玄
者
、
非
有
非
無
、
微
妙
之
極
致
也
）」（『
同
』01/02a/02

）
と
見

ら
れ
、「
世
俗
（
常
人
）」
は
「
道
體
」
を
言
語
表
現
を
越
え
た

「
非
有
非
無
」
の
根
本
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
老
子
の
真
意
で
は
な
く
、「
道
」
は
言
語
で
説
明

し
得
る
は
ず
と
司
馬
光
は
言
う
。
）
32
（

こ
う
し
た
「
世
俗
（
常
人
）」

の
立
場
は
「
凝
滯
於
物
」
と
称
さ
れ
る
。「
凝
滯
於
物
」
は
『
楚

辭
』「
漁
父
」
を
踏
ま
え
、）

33
（

対
象
に
固
執
す
る
あ
ま
り
自
在
さ

を
喪
失
し
た
在
り
方
を
指
す
。第
三
十
五
章「
樂
與
餌
、過
客
止
」

の
注
で
も
司
馬
光
は
「
衆
人
凝
滯
於
物
」（『
同
』02/05b/10

）
と
、

「
物
」
に
拘
る
の
を
「
衆
人
」
の
立
場
と
し
て
い
る
。
一
方
の

「
苛
察
繳
繞
」
は
『
史
記
』「
六
家
要
旨
」
が
名
家
の
過
激
な
弁

舌
を
批
判
し
た
語
で
あ
る
。）

34
（

司
馬
光
自
身
に
も
「
此
苛
察
繳

繞
之
論
」
の
句
が
有
る
（『
司
馬
光
集
』「
體
要
疏
」p.897

）。
即
ち
、

「
世
俗
（
常
人
）」
の
「
道
」
理
解
は
、
自
身
の
立
場
に
過
度
に

固
執
す
る
あ
ま
り
、
自
在
さ
を
喪
失
し
た
極
端
な
立
場
と
見
做

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
異
端
の
知
の
在
り
方
に
関
す

る
司
馬
光
の
理
解
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
、「
道
」
は
ど
の
様
に
理
解
す
べ
き
と
司
馬
光
は
考
え

て
い
る
の
か
。
第
一
章
注
は
続
け
て
、万
物
は「
有
」で
あ
る
が
、

聖
人
は「
無
」を
否
定
し
な
い
。「
無
」に
よ
っ
て「
神
化
之
微
妙
」

を
究
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
。「
無
」は
重
要
で
は
あ
る
が
、

聖
人
は
「
有
」
を
否
定
し
な
い
。
様
々
に
異
な
る
万
物
を
表
現

す
る
必
要
が
有
る
か
ら
だ
、と
述
べ
る（『
同
』。01/01b/05

）。即
ち
、

司
馬
光
は
「
道
」
は
有
無
の
双
方
か
ら
説
明
す
べ
き
と
考
え
て

お
り
、
先
に
見
た
「
釋
老
」
と
一
貫
す
る
立
場
で
あ
る
。
司
馬

光
は
言
語
表
現
を
越
え
た
存
在
（
＝
「
非
有
非
無
」）
自
体
を
否

定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
第
二
章
は
「
姿
形
の
有
る
美
・
善

は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
究
極
の
美
で
は
な
い
（
美

善
有
迹
、爲
衆
所
知
、非
美
之
至
者
也
）」（『
同
』。01/02a/05

）
と
、「
迹
」

を
越
え
た
「
美
・
善
の
極
地
」
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、「
衆
」

が
理
解
出
来
な
い
以
上
、議
論
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

彼
の
関
心
は
様
々
な
形
態
を
以
っ
て
存
在
す
る
具
体
物
に
向
け

ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
へ
の
対
処
法
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。従
っ

て
、
認
識
不
可
能
な
「
美
・
善
の
極
」
と
か
「
非
有
非
無
」
等

は
議
論
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
）、
社
会
通
念
の
批
判

　
『
老
子
』
に
は
社
会
通
念
を
批
判
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

第
十
八
章
「
大
道
廢
、
有
仁
義
」
を
司
馬
光
は
「
道
と
は
仁
義

を
内
包
し
て
本
体
と
し
、
そ
れ
を
誠
で
実
践
し
、
外
側
に
は
現

れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
道
が
実
践
さ
れ
て
い
る
裡
は
仁
義
は
隠
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れ
て
い
る
の
だ
。
道
（
の
本
体
）
が
喪
失
す
る
と
仁
義
が
現
れ

る
（
道
者
涵
仁
義
以
爲
體
、
行
之
以
誠
、
不
形
於
外
。
故
道
之
行
、
則
仁

義
隱
。
道
之
廢
、則
仁
義
彰
）」（『
同
』。01/08a/05

）
と
、「
道
」
の
「
體
」

は
「
仁
義
」
を
含
む
が
、
そ
れ
は
通
常
は
外
に
は
現
れ
て
い
な

い
と
解
釈
し
、「
仁
義
」
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。）

35
（

第
三
章

で
は
、「
賢
者
を
貴
ぶ
べ
き
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
末
流
の
弊
は
名
声
を
争
っ
て
長
く
乱
れ
る
。
だ
か
ら
老

子
は
そ
れ
を
正
し
、
人
々
が
実
を
貴
ん
で
名
を
貴
ば
な
い
こ
と

を
望
ん
だ
の
だ
（
賢
之
不
可
不
尚
、
人
皆
知
之
。
至
其
末
流
之
弊
、
則

爭
名
而
長
亂
。
故
老
子
矯
之
、
欲
人
尚
其
實
、
不
尚
其
名
也
）」（『
同
』。

01/02b/07

）
と
、「
賢
」
の
世
俗
的
価
値
は
誰
も
が
知
る
が
、「
末

流
之
弊
」
は
そ
れ
に
執
着
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
無
執
着
で
あ

る
べ
く
、
老
子
は
「
不
尚
賢
」
と
述
べ
た
と
す
る
。
又
、
第

十
九
章
「
聖
智
は
民
を
利
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
末
流

の
弊
と
な
る
と
、
聖
智
を
騙
っ
て
民
を
害
す
る
。
だ
か
ら
老
子

は
こ
れ
を
正
し
た
の
だ
（
聖
智
所
以
利
民
也
。
至
其
末
流
之
弊
、
乃
或

假
聖
智
以
害
民
。
故
老
子
矯
之
云
爾
）」（『
同
』。01/08b/02

）
と
、「
絶

聖
棄
智
」
は
「
末
流
」
の
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
の
表
現
と
す

る
。
こ
の
様
に
、『
老
子
』
に
見
ら
れ
る
社
会
通
念
の
否
定
を

「
末
流
」
の
誤
り
を
是
正
す
る
た
め
の
表
現
と
見
做
す
こ
と
が

多
い
。「
末
流
之
弊
」
が
自
身
の
観
点
や
立
場
に
過
度
に
執
着

（15）

す
る
と
は
、『
法
言
注
』
に
見
ら
れ
た
「
習
小
道
」
の
理
解
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
問
題
は
や
は
り
学
問
の
対
象
と
の
関
わ
り

方
、
目
標
に
向
け
て
の
自
身
の
律
し
方
に
在
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
十
六
章
「
心
を
空
っ
ぽ
に
し
て
静
か
に
万
物
を
見
る
（
虛

靜
以
觀
萬
物
）」（『
同
』。03/04a/03

）
と
は
、「
萬
物
」に
対
し
て「
靜
」

な
る
在
り
方
で
対
す
る
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
は
第
八
章
「
争
い

は
最
低
の
在
り
方
だ
。
物
と
競
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
怨
む
こ

と
も
な
く
、
何
の
過
ち
も
生
じ
な
い
。
だ
か
ら
特
に
こ
れ
を
称

賛
す
る
の
だ
（
爭
者
、
事
之
末
也
。
與
物
無
競
、
莫
之
怨
惡
、
何
過
之
有
。

故
特
美
之
）」（『
同
』。01/04b/05

）
と
、万
物
の
差
異
に
拘
る
と「
爭
」

が
生
じ
る
た
め
、
万
物
に
差
異
が
有
る
の
を
自
明
と
し
て
受
け

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
万
物
が
個
々
の
在
り
方
で
存

在
す
る
の
に
任
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、こ
れ
は
先
に
見
た
「
因
」

「
因
任
」
の
立
場
で
、「
自
然
」
の
概
念
と
も
関
わ
る
。

　
　
　
（
三
）、「
自
然
」

　
『
道
德
眞
經
論
』
は
「
自
然
」
の
語
を
多
用
す
る
。
第

二
十
九
章
で
は
、「
物
或
行
或
隨
或
呴
或
吹

… 

…

」
等
の
万
物

の
様
々
な
在
り
方
に
対
し
、
そ
れ
を
万
物
の
「
自
然
の
性
」
と

し
（『
同
』。02/04a/02

）、
聖
人
は
そ
の
「
物
の
自
然
に
任
」
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（『
同
』。02/04a/03

）。
従
っ
て
、
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第
十
章
「
善
く
民
を
愛
す
る
者
は
、
そ
の
自
生
に
任
せ
て
損
な

う
こ
と
を
し
な
い
。
善
く
国
を
治
め
る
者
は
、
物
の
能
力
に
任

せ
、
労
せ
ず
し
て
成
功
す
る
（
善
愛
民
者
、
任
其
自
生
、
遂
而
勿
傷
。

善
治
國
者
、
任
物
以
能
、
不
勞
而
成
）」（『
同
』。01/05a/05

）
と
見
ら

れ
る
「
任
其
自
生
」
の
語
も
万
物
の
「
自
然
」
に
任
せ
る
こ
と

を
意
味
す
る
司
馬
光
の
統
治
論
と
言
え
る
。
第
二
十
八
章
「
材

は
外
側
に
現
わ
れ
、（
許
容
量
が
異
な
る
）
器
の
様
に
、
そ
れ

ぞ
れ
に
能
力
が
有
る
。
聖
人
は
個
々
の
可
能
な
働
き
に
任
せ
、

衆
官
の
長
で
あ
る
の
だ
（
材
見
於
外
則
如
器
、
各
有
所
能
。
聖
人
因
其

所
能
用
、
爲
衆
官
之
長
）」（『
同
』。02/03b/07

）
と
、「
材
」
と
は
可

視
化
的
な
具
体
的
能
力
で
あ
り
、
聖
人
は
そ
の
個
々
に
異
な
る

能
力
に
応
じ
て
全
体
を
統
括
す
る
。
既
に
見
た
司
馬
光
の
才
徳

論
で
あ
る
。

　

こ
の
「
任
自
然
」
は
司
馬
光
の
学
問
観
と
も
関
わ
る
。
第

六
十
四
章
「
衆
人
の
心
の
用
い
方
が
そ
の
分
を
過
ぎ
る
と
、
余

計
な
物
と
な
る
。
故
人
の
学
の
本
質
は
不
学
に
在
り
、
衆
人
が

過
度
に
走
っ
た
も
の
を
元
に
戻
そ
う
と
し
た
の
だ
。
万
物
の
生

成
は
全
て
自
然
に
拠
る
。
聖
人
は
そ
れ
を
補
う
だ
け
で
、
強
い

て
何
か
を
す
る
こ
と
は
無
い
の
だ
（
衆
人
用
心
過
分
、
更
成
贅
疣
。

故
人
所
學
者
、
在
於
不
學
、
以
復
衆
人
之
所
過
。
萬
物
生
成
、
皆
不
出
自
然
。

聖
人
但
以
輔
之
、不
敢
強
有
所
爲
也
）」（『
同
』。04/03b/03

）
と
、「
衆
人
」

の
「
用
心
」
は
「
過
分
」、即
ち
自
身
の
「
自
然
」
に
背
き
易
い
。

そ
れ
な
ら
ば
「
不
學
」
の
方
が
よ
い
。「
萬
物
の
生
成
」
は
「
自

然
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
聖
人
」
は
「
自
然
」
に
任
せ
て
、

強
要
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
道
德
眞
經
論
』
の
立
場
は
『
法
言
注
』
で
確
認

さ
れ
た
立
場
と
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
十
二

章
「
道
は
曲
が
っ
て
い
て
も
、
夏
に
通
じ
る
に
は
こ
の
道
に
由

る
。
川
は
曲
が
っ
て
い
て
も
、
海
に
通
じ
る
に
は
こ
の
川
に
由

る
（
塗
雖
曲
而
通
諸
夏
則
由
諸
。
川
雖
曲
而
通
諸
海
則
由
諸
）」（『
同
』。

02/03a/08

）、
第
三
十
二
章
「
有
為
の
教
は
、
道
と
比
べ
る
と
、

大
小
の
点
で
絶
対
的
に
異
な
る
が
、
最
終
的
に
は
道
に
辿
り
着

く
の
だ
（
有
爲
之
教
、比
之
於
道
、大
小
絶
殊
、然
亦
終
歸
於
道
）」（『
同
』。

02/05a/07

）
等
は
『
法
言
』
の
異
端
理
解
を
踏
ま
え
た
解
釈
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
）
36
（

『
道
德
眞
經
論
』
の
編
纂
時
期

が
『
法
言
注
』
よ
り
遅
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

第
二
節　
『
道
藏
』
所
収
『
老
子
』
注
釈
と
『
法
言
』

　
『
道
藏
』
が
収
録
す
る
近
世
以
降
の
『
老
子
』
注
釈
に
は
『
法

言
』
の
引
用
が
見
ら
れ
、『
老
子
』
と
『
法
言
』
の
一
定
程
度

の
関
係
性
を
確
認
出
来
る
。『
老
子
』
注
釈
に
於
け
る
『
法
言
』

の
位
置
付
け
の
象
徴
的
事
例
が
李
霖
『
道
德
眞
經
取
善
注
』（
以

（16）
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下『
取
善
集
』と
略
す
）に
見
ら
れ
る
。『
取
善
集
』は
第
十
五
章「
渾

兮
其
若
濁
」
で
先
ず
王
弼
注
を
引
き
、改
行
し
て
『
法
言
』「
問

道
篇
」
の
「
合
則
渾
、離
則
散
」
を
引
く
（『
道
藏
』
第
二
十
三
冊
。

『
取
善
注
』。03/07b/07

）。
第
三
十
三
章
「
自
勝
者
強
」
で
は
王
雱

注
・
孔
子
語
の
引
用
に
続
け
て
、改
行
し
て
『
法
言
』「
問
道
篇
」

の
「
勝
己
之
私
之
謂
克
」
を
引
く
（『
同
』。05/21a/04

）。
こ
れ

ら
は
『
法
言
』
を
『
老
子
』
注
釈
に
準
じ
る
文
献
と
し
て
引
用

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
更
に
第
四
十
七
章「
不
出
戸
知
天
下
、

不
窺
牖
見
天
道
」
で
は
李
霖
が
自
注
の
中
で
『
法
言
』「
問
神

篇
」
の
「
人
心
其
神
矣
乎
、
操
則
存
、
舍
則
亡
、
能
常
操
而
存

者
、其
唯
聖
人
乎
」を
傍
証
と
し
て
引
く（『
同
』。08/01b/04

）。『
取

善
集
』
の
「『
老
子
』
の
優
れ
た
（「
善
」）
注
釈
を
集
め
る
も
の
」

と
い
う
前
提
か
ら
言
え
ば
、
李
霖
は
多
く
の
『
老
子
』
注
釈
と

同
等
に
位
置
付
け
得
る
文
献
と
し
て
『
法
言
』
を
扱
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
又
、
元
・
劉
惟
永
『
道
德
眞
經
集
義
』
が
収
録
す

る
『
老
子
』
諸
注
の
中
に
も
『
法
言
』
を
引
く
も
の
が
確
認
さ

れ
る
。
劉
惟
永
は
『
老
子
』
の
諸
注
を
網
羅
的
に
引
用
し
た
後

に
、「
諸
子
傍
証
」
と
題
し
て
諸
子
を
引
用
し
『
老
子
』
注
釈

を
補
足
す
る
が
、
こ
の
諸
子
の
中
に
『
法
言
』
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
少
な
か
ら
ざ
る
『
老
子
』
注
釈
が
『
法
言
』
を
引
用
し

て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
の
劉
惟
永
の
こ
の
態
度
は
、『
法

言
』
を
諸
子
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

以
上
の
二
例
か
ら
、近
世
以
降
『
老
子
』
注
釈
で
は
『
法
言
』

は
諸
子
と
言
う
よ
り
は
『
老
子
』
の
注
釈
の
一
つ
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。『
法
言
』
を
諸
子
以
上
の
文
献
と

見
做
す
点
で
、
北
宋
以
来
の
『
法
言
』
観
を
承
け
る
も
の
と
言

え
よ
う
。

　
　
　
（
一
）、
江
澂
『
道
德
眞
經
疏
義
』

　

近
世
以
降
の
『
老
子
』
注
釈
の
中
で
、『
法
言
』
の
引
用
数

が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
江
澂
『
道
德
眞
經
疏
義
』（『
道
藏
』
第

二
〇
冊
。
以
下
、
江
『
疏
義
』
と
略
す
）
で
あ
る
。『
宋
徽
宗
禦
解
道

德
眞
經
』（
以
下
、
徽
宗
『
禦
解
』
と
略
す
）
を
踏
ま
え
た
太
学
生

江
澂
の
「
疏
解
」
だ
が
、
徽
宗
『
禦
解
』
は
『
法
言
』
を
特
に

重
視
し
て
お
ら
ず
、
江
『
疏
義
』
の
『
法
言
』
引
用
は
江
澂
個

人
の
見
解
に
拠
る
。）

37
（

江
『
疏
義
』
の
『
法
言
』
引
用
の
大
半
は
、

『
莊
子
』『
孟
子
』『
尚
書
』
等
と
並
べ
て
関
連
語
句
を
『
法
言
』

か
ら
引
用
す
る
に
留
ま
る
が
、注
目
す
べ
き
例
を
見
る
な
ら
ば
、

第
十
八
章
「
大
道
廢
、
有
仁
義
」
の
句
を
徽
宗
『
禦
解
』
は
道

↓
徳
↓
仁
↓
義
と
い
う
順
に
徐
々
に
「
道
」
か
ら
乖
離
し
て
い

く
と
『
老
子
』
に
忠
実
に
解
釈
し
、「
仁
以
立
人
、
義
以
立
我
」

と
い
う
立
場
を
「
道
」
か
ら
最
も
遠
い
在
り
方
と
す
る
（『
道
德

（17）
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眞
經
疏
義
』。05/01a/05

）。
こ
れ
に
対
し
て
江
『
疏
義
』
は
以
下

の
様
に
述
べ
る
。

　
　

 

道
の
偉
大
な
る
全
体
性
は
渾
淪
の
裡
に
潜
み
、
徳
は
道
か

ら
分
出
し
、
剛
柔
の
働
き
へ
と
分
岐
す
る
。
道
は
究
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
道
が
そ
の
（
混
沌
と
し
た
）
在
り
方
を

失
う
と
徳
が
出
現
す
る
。
徳
の
働
き
は
無
限
な
の
で
、
徳

が
そ
の
（
全
体
的
）
在
り
方
を
失
う
と
、
仁
（
と
い
う
個

別
性
）
が
現
れ
る
。
仁
は
実
践
が
可
能
で
、
実
践
す
る
こ

と
で
義
に
近
づ
く
。
だ
か
ら
仁
が
失
わ
れ
る
と
義
が
出
現

す
る
。
こ
れ
が
道
か
ら
益
々
遠
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
根
本
か
ら
論
じ
れ
ば
、
道
は
唯
一
の
絶
対
性
な

の
だ
。『
法
言
』「
問
道
」
が
「
合
わ
せ
れ
ば
混
沌
と
一
つ

に
な
り
、
分
散
す
れ
ば
一
つ
一
つ
と
な
る
」
と
言
う
の
は

こ
の
こ
と
だ
（
道
之
大
全
、
冥
於
渾
淪
之
中
、
德
分
於
道
、
判
爲

剛
柔
之
用
。
蓋
道
不
可
致
、
故
道
失
而
德
。
德
不
可
至
、
故
德
失
而

仁
。
仁
可
爲
也
、爲
之
則
近
乎
義
。
故
仁
失
而
義
。
所
以
去
道
爲
愈
遠
。

即
其
本
而
論
之
、則
道
一
而
已
。
楊
子
所
謂
「
合
則
渾
、離
則
散
」
者
、

此
也
）（『
同
』。05/01a/10

）。

「
大
道
廢
、
有
仁
義
」
を
仁
義
に
対
す
る
否
定
で
は
な
く
、
混

沌
と
し
た
大
道
の
不
可
知
な
根
源
性
が
一
時
的
に
喪
失
す
る
こ

と
で
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
た
実
践
可
能
な
作
用
と
し
て
の

仁
義
が
初
め
て
顕
現
す
る
と
解
釈
し
、『
法
言
』「
問
道
篇
」の「
合

則
渾
、
離
則
散
」
の
句
を
引
用
す
る
。
だ
が
、『
法
言
』「
問
道

篇
」
自
体
は
「
道
德
仁
義
禮
」
は
人
に
本
来
備
わ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
一
つ
で
も
欠
け
て
い
る
場
合
は
人
で
は
な
い
と
、「
道

德
仁
義
禮
」
を
横
並
び
の
要
素
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
本
体

論
的
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。

　

第
二
十
章
「
貴
求
食
于
母
」
の
句
を
徽
宗
『
禦
解
』
は
、「
嬰

児
慕
、駒
犢
従
」（『
同
』。05/19/b03

）と
、子
が
母
を
慕
う
様
に「
道
」

の
み
に
従
う
べ
き
と
、『
法
言
』「
問
道
篇
」
を
踏
ま
え
る
。
江

『
疏
義
』
は
、

　
　

 

道
は
万
物
と
一
体
で
あ
り
、「
善
く
貸
し
且
つ
成
り
」

（
四
十
一
章
）、
万
物
を
漏
れ
な
く
覆
育
す
る
の
で
、
天
下

の
母
と
言
え
る
の
だ
。
生
気
の
有
る
物
、
形
状
の
有
る
物

は
、全
て
一
瞬
も
道
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
揚
雄『
法

言
』「
問
道
篇
」
は
「
赤
子
は
親
を
慕
い
、
仔
馬
・
仔
牛

は
親
に
従
う
」
と
言
う
が
、
万
物
が
道
の
み
を
求
め
る
の

は
自
然
な
る
性
に
基
づ
い
て
い
て
、
強
制
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
（
道
行
於
萬
物
、
善
貸

且
成
、
覆
育
無
外
、
可
以
爲
天
下
母
也
。
凡
有
生
之
氣
、
有
形
之
狀
、

豈
有
須
臾
離
道
者
哉
。
楊
雄
著
「
問
道
篇
」
有
曰
「
嬰
兒
慕
、
駒
犢

從
」、以
明
萬
物
唯
道
之
求
、本
於
性
之
自
然
、而
非
或
使
也
）（『
同
』。

（18）
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05/20a/03

）。

万
物
は
「
道
」
か
ら
生
ま
れ
常
に
「
道
」
と
一
体
で
あ
り
、
人

が「
道
」を
求
め
る
の
は
そ
の
本
性
に
基
づ
く
と
し
、『
法
言
』「
問

道
篇
」
の
句
を
引
き
、
万
物
が
本
性
と
し
て
「
道
」
を
求
め
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
理
解
す
る
。『
法
言
』「
問
道
篇
」
の
句

の
原
義
は
、礼
を
知
ら
な
い
の
は
禽
獣
に
等
し
い
と
、「
嬰
兒
慕
、

駒
犢
從
」
を
禽
獣
の
事
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宋
人
の
注
釈
も

こ
の
原
義
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
呉
秘
に
至
っ
て
は
そ

れ
を
道
家
批
判
に
繋
げ
る
。
即
ち
、
江
澂
の
様
な
積
極
的
意
味

で
『
法
言
』「
問
道
篇
」
の
句
は
一
般
的
に
は
解
釈
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
り
、
江
澂
の
理
解
は
『
老
子
』
に
付
会
し
た
も
の

と
言
え
る
。

　

こ
の
様
に
、
江
『
疏
義
』
は
徽
宗
『
禦
解
』
に
比
較
的
忠
実

で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
『
法
言
』
の
引
用
は
必
ず
し
も
『
法

言
』
の
原
義
に
忠
実
で
は
な
く
、『
老
子
』
注
釈
に
付
会
し
た

も
の
で
あ
り
）
38
（

、『
法
言
』
注
釈
史
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
『
法
言
』

を
援
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
（
二
）、
そ
の
他
の
注
釈

　
『
老
子
』
注
釈
で
『
法
言
』
の
特
定
の
句
が
特
に
注
目
さ
れ

る
と
い
う
顕
著
な
傾
向
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、「
脩
身
篇
」
の

「
性
」
の
善
悪
を
論
じ
た
条
の
後
半
の
「
氣
者
、
所
適
善
惡
之

馬
歟
」
の
句
が
比
較
的
目
に
付
く
。
こ
の
句
を
最
も
早
く
引
く

の
は
北
宋
・
王
雱
で
あ
る
。
王
雱
は
第
十
章
に
於
い
て
、
人
を

構
成
す
る
主
要
要
素
を
精
・
神
・
気
と
し
、
精
・
神
が
充
実
し

て
い
れ
ば
気
を
制
御
で
き
る
が
、そ
う
で
な
い
と
気
は
「
不
常
」

と
な
り「
非
道
」に
陥
る
と
す
る
。
そ
れ
を「
志
者
、氣
之
帥
也
」

（『
孟
子
』「
公
孫
丑
上
」）
と
「
氣
者
、所
以
適
善
惡
之
馬
歟
」（『
法
言
』

「
脩
身
篇
」）
を
引
い
て
傍
証
す
る
（『
道
藏
』
第
二
十
一
冊
。『
道
德
眞

經
集
註
』。02/11a/07

）。
王
雱
注
は
『
孟
子
』『
法
言
』
の
句
を
引

用
し
、
感
情
に
影
響
す
る
気
を
制
御
す
る
こ
と
、
即
ち
『
老
子
』

第
十
章
「
專
氣
致
柔
」
の
「
專
」
の
字
の
重
要
性
を
述
べ
る
の

で
あ
る
。

　

北
宋
・
章
安
『
宋
徽
宗
道
德
眞
經
解
義
』
は
徽
宗
『
禦
解
』

を
踏
ま
え
、
静
・
柔
の
状
態
に
集
中
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
気

を
制
御
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
就
い
て
、「
蹶
者
趨
者
、是
氣
也
、

而
反
動
其
心
」（『
孟
子
』「
公
孫
丑
上
」）
と
「
氣
者
所
以
適
善
惡

之
馬
歟
」
を
引
く
（『
道
藏
』
第
二
十
冊
。『
宋
徽
宗
道
德
眞
經
解
義
』。

02/19a/01

）。
こ
の
立
場
は
劉
惟
永
『
道
德
眞
經
集
義
』
が
引
く

王
安
石
の
『
老
子
』
注
の
立
場
を
継
承
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。王
安
石
は
気
に
関
す
る
議
論
に
終
始
し
、『
老
子
』と『
孟
子
』

の
根
本
的
一
致
を
言
う
（『
道
藏
』
第
二
十
三
冊
。『
道
德
眞
經
集
義
』。
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）。
王
雱
注
が
「
專
」
を
重
視
し
て
い
た
の
も
一
連
の

立
場
で
あ
ろ
う
。

　

彭
耜
『
道
德
眞
經
集
註
』
が
引
く
南
宋
・
清
源
子
劉
驥
の
注

は
、『
老
子
』「
却
走
馬
以
糞
」「
戎
馬
生
於
郊
」
の
句
を
心
の

状
態
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
、そ
の
心
の
状
態
は
「
氣
の
盛
衰
」

と
深
く
関
わ
る
と
す
る
。
そ
の
傍
証
に
『
莊
子
』「
逍
遥
遊
篇
」

の
「
野
馬
・
塵
埃
」
の
句
と
『
法
言
』「
脩
身
篇
」
の
句
を
引

く
（『
道
藏
』
第
二
十
二
冊
。『
道
德
眞
經
集
註
』。12/06a/01

）。『
莊
子
』

「
逍
遥
遊
」
と
『
法
言
』「
脩
身
篇
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
危
大

有
『
道
德
眞
經
集
義
』
が
引
く
南
宋
・
呂
知
常
注
に
継
承
さ
れ
、

呂
知
常
は
「
氣
即
道
也
、
道
即
炁
也
」
と
し
た
上
で
、「
運
其

精
氣
、泝
流
直
上
、補
其
腦
血
、糞
其
根
本
、以
養
其
身
」（『
道
藏
』

第
二
十
二
冊
。『
道
德
眞
經
集
註
』。07/01b/04

）
と
続
け
、
よ
り
養
生

的
理
解
へ
と
展
開
さ
せ
る
。

　

徽
宗
『
禦
解
』
は
第
十
章
「
專
氣
致
柔
、
能
如
嬰
兒
乎
」
に

対
し
、『
易
』『
楊
子
雲
集
』『
孟
子
』
等
を
引
き
、『
孟
子
』
の

「
至
大
至
剛
」
は
「
行
義
」
を
、『
老
子
』
の
「
專
氣
致
柔
」
は

「
復
性
」
を
言
う
と
し
、「
至
剛
」「
致
柔
」
の
双
方
を
重
視
す

る
。
こ
の
立
場
は
劉
惟
永
『
道
德
眞
經
集
義
』
が
引
く
南
宋
・

趙
實
庵
の
注
釈
に
継
承
さ
れ
る
。
趙
實
庵
は
『
孟
子
』
と
徽
宗

『
禦
解
』
に
拠
り
志
に
よ
る
気
の
制
御
を
説
き
、『
老
子
』
は

「
志
弱
」
と
言
う
が
、「
治
道
」
の
観
点
か
ら
は
「
志
意
」
が

「
大
剛
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
剛
と
柔
は
一
体
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（『
道
藏
』
第
二
十
三
冊
。『
道
德
眞
經
集
義
』

07/37a/04

）。

　

以
上
、
宋
代
の
『
老
子
』
注
釈
か
ら
第
十
章
を
中
心
に
気
を

制
御
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
関
し
て
『
法
言
』「
脩
身
篇
」
の

句
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
こ
と
が
窺
え
、
こ
の
時

期
の
『
老
子
』
注
釈
が
『
法
言
』
に
注
目
す
る
際
の
一
つ
の
傾

向
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　

結
語

　

宋
代
の
『
老
子
』
注
釈
が
注
目
し
た
第
十
章
「
專
氣
致
柔
」

の
句
に
司
馬
光
『
道
德
眞
經
論
』
は
全
く
関
心
を
示
さ
な
い
。

修
め
る
べ
き
学
問
は
そ
こ
に
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
司
馬
光
の
関
心
は
、人
間
性
と
そ
の
涵
養
に
係
る
学
問
、

そ
し
て
学
問
に
向
か
う
人
の
知
の
在
り
方
に
在
り
、
そ
れ
は
彼

の
『
法
言
注
』
の
理
解
と
一
致
し
、
そ
れ
が
『
道
德
眞
經
論
』

で
も
一
貫
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
が
近
世
『
老
子
』

注
釈
の
関
心
と
如
何
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
。

司
馬
光
に
は
『
法
言
』
或
は
『
老
子
』
の
主
旨
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
明
確
な
意
識
は
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
身
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の
関
心
が
向
か
う
文
句
に
対
し
て
の
み
注
釈
を
施
し
た
の
で
あ

り
、
先
行
注
釈
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
点
、
施
注
に
む
ら
が

有
る
点
な
ど
は
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
注
）

（
1
） 

盧
國
龍
『
北
宋
儒
學
三
派
的
「
老
子
」
三
注
』（『
道
家
文
化
研
究
』

第
八
輯
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
劉
固
盛
『
宋
元
老

學
研
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
尹
志
華
『
北
宋
「
老
子
」

注
研
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
四
年
）
等
を
参
照
。
し
か
し
、
現

行
『
道
徳
眞
經
論
』
に
は
「
窮
理
」「
盡
性
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。

魏
濤
「
司
馬
光
與
理
學
關
係
問
題
辨
析
」（『
鄭
州
大
學
學
報
（
哲
學

社
會
科
學
版
）』
第
四
十
六
巻
第
六
期
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
司
馬

光
の
思
想
に
は
所
謂
る
理
学
家
風
の
体
用
思
想
は
欠
如
し
て
い
る
と

指
摘
す
る
。

（
2
） 

尹
志
華
「
試
論
司
馬
光
對
『
老
子
』
的
注
解
」（『
現
代
哲
學
』

二
〇
一
九
年
第
三
期
）
は
「
司
馬
光
對
『
老
子
』
作
了
注
解
、
其
動

機
何
在
、
筆
者
尚
不
清
楚
」（p.149

）
と
言
う
。

（
3
） 「
劇
秦
美
新
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
麻
紗
巳
『
両
漢
思
想
の
研
究
』

（
研
文
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
岡
村
繁
「
揚
雄
の
文
学
・
儒
学
と

そ
の
立
場
」（『
中
國
文
學
論
集
』
第
四
、一
九
七
四
年
）、
郭
畑
「
從

宋
人
關
於
揚
雄
仕
莽
的
爭
論
看
忠
節
觀
念
的
強
化
」（『
四
川
大
學
學

報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
二
〇
一
八
年
第
四
期
）
等
を
参
照
。

（
4
） 

川
合
康
三
「
古
文
家
と
揚
雄
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第

五
十
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
）、
劉
成
國
「
論
唐
宋
間
的
『
尊
揚
』
思

想
與
古
文
運
動
」（『
文
學
遺
産
』
二
〇
一
一
年
第
三
期
）、
同
「
宋

代
尊
揚
思
潮
的
興
起
與
衰
歇
」（『
史
學
月
刊
』
二
〇
一
八
年
第
六
期
）

等
を
参
照
。

（
5
） 『
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書　

歐
陽
脩
全
集
』「
答
李
詡
第
二
書
」

（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
。p.668

）。

（
6
） 『
直
講
李
先
生
文
集
』「
禮
論
第
四
」（『
四
部
叢
刊
初
編
』
第

一
四
〇
冊
。
上
海
書
店
、
一
九
八
九
年
。02/07b

）。

（
7
） 『
公
是
集
』「
論
性
」（
廣
雅
書
局
版
『
公
是
集
』46/01a

）。

（
8
） 『
王
安
石
全
集
』「
原
性
」（
王
水
照
主
編
『
王
安
石
全
集
』
第
六

冊
。
復
旦
大
學
出
版
社
、二
〇
一
七
年
。p.1234

）。
王
安
石
の
「
性
」

説
に
就
い
て
は
、
寺
地
遵
「
天
人
相
関
説
よ
り
見
た
る
司
馬
光
と
王

安
石
」（『
史
學
雜
誌
』
第
七
十
六
編
第
十
号
、
一
九
六
七
年
）、
近

藤
正
則
「
孟
子
性
善
説
を
め
ぐ
る
北
宋
諸
儒
の
議
論
に
つ
い
て
―
李

覯
・
司
馬
光
・
蘇
軾
及
び
王
安
石
の
場
合
を
中
心
と
し
て
―
」（『
學

藝
國
語
國
文
學
』
第
十
八
号
、
一
九
八
三
年
）
等
を
参
照
。

（
9
） 「
四
子
論
上
」（『
全
宋
文
』
第
七
十
八
冊
。
上
海
辭
書
出
版
社
・

安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。p.356

）。

（
10
） 『
理
學
叢
書　

二
程
集
』（
中
華
書
局
、一
九
八
一
年
。p.252, p.7

）。

（
11
） 『
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書　

蘇
軾
文
集
』「
子
思
論
」（
中
華
書

局
、
一
九
八
六
年
。p.94

）

（
12
） 『
蘇
軾
文
集
』「
揚
雄
論
」（p.110

）

（
13
） 

中
國
國
家
圖
書
館
所
藏
「
宋
劉
通
判
宅
仰
高
堂
刻
本
『
纂
圖
分

門
類
題
五
臣
注
揚
子
法
言
』」（
國
家
圖
書
館
出
版
社
、二
〇
一
七
年
。

以
下
『
宋
本
揚
子
法
言
』
と
略
す
。p.68

）。

（
14
） 『
宋
本
揚
子
法
言
』（p.89

）。

（
15
） 
宋
咸
の
伝
は
『
宋
史
翼
』（
呉
伯
雄
點
校
『
浙
江
文
叢　

宋
史
翼
』。
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浙
江
出
版
集
團
・
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
。pp.519-520

）

を
参
照
。
宋
咸
に
就
い
て
は
、
張
鈺
翰
「
北
宋
揚
雄
『
法
言
』、『
太

玄
』
疏
解
著
述
考
」（『
理
論
界
』
二
〇
一
三
年
第
七
期
）
を
参
照
。

（
16
） 『
纂
圖
互
註
揚
子
法
言
』（
中
國
子
學
名
著
集
成
編
印
基
金
會
『
中

國
子
學
名
著
集
成
』、
一
九
七
八
年
。p.1

）。『
宋
本
揚
子
法
言
』
に

は
一
部
落
丁
と
欠
字
が
あ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
宋
・
唐
仲
友
臺

州
刻
本
『
宋
版
揚
子
法
言
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
八
年
）、
明
初
覆

刊
南
宋
建
陽
坊
肆
六
子
本
『
纂
圖
互
註
揚
子
法
言
』（『
中
國
子
學
名

著
集
成
』所
収
）で
補
っ
た
。尚
、『
宋
本
揚
子
法
言
』の
張
燕
嬰「
序
言
」

は
「
輒
改
原
文
的
情
況
」（p.2

）
と
、
司
馬
光
『
集
注
』
は
諸
注
を

収
録
す
る
際
に
節
略
し
た
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
司
馬
光
よ
り
若
干

先
輩
の
晁
迥
（
九
五
一
〜
一
〇
三
四
）『
法
藏
碎
金
録
』
が
引
く
「
李

軌
注
」（『
全
宋
筆
記
』
第
八
編
七
。
大
象
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
。

p.311

、p.314

）
が
『
四
部
叢
刊
』
本
『
李
軌
注
法
言
』
に
確
認
さ

れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
司
馬
光
『
集
註
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
点

か
ら
も
窺
え
る
。
司
馬
光
の
節
略
に
就
い
て
は
、王
菡「『
揚
子
法
言
』

歴
代
校
注
本
傳
録
」（『
文
獻
』
一
九
九
四
年
第
三
期
）
を
参
照
。

（
17
） 

呉
秘
注
に
就
い
て
は
王
菡
「『
揚
子
法
言
』
歴
代
校
注
本
傳
録
」

を
参
照
。

（
18
） 「
禮
義
」
に
よ
っ
て
「
人
」
が
「
鳥
獸
」
と
区
別
さ
れ
る
の
は
自

然
な
在
り
方
で
あ
り
、強
制
に
は
当
た
ら
ず
（『
宋
本
揚
子
法
言
』「
學

行
篇
」p.78

）、「
聖
人
之
教
化
」
は
「
自
然
之
道
」
に
順
う
も
の
で
、

「
刑
」等
の
強
制
力
に
先
ん
ず
る
と
さ
れ
る（『
同
』「
先
知
篇
」p.223

）。

呉
秘
注
に
は
「
刑
」
の
強
制
力
を
優
先
し
た
秦
政
に
対
す
る
批
判
が

多
く
見
ら
れ
る
（『
同
』「
寡
見
篇
」p.191

、p.193

）。

（
19
） 

李
文
澤
・
霞
紹
暉
校
點
『
司
馬
光
集
』（
四
川
大
學
出
版
社
、

二
〇
一
〇
。p.493

）

（
20
） 

司
馬
光
の
こ
の
理
解
が
「
中
庸
篇
」
の
解
釈
と
関
わ
る
こ
と
に

就
い
て
は
、
郭
曉
東
「
論
司
馬
光
対
『
中
庸
』『
性
』
與
『
誠
』
的

詮
釋
：
從
經
學
史
與
道
學
史
的
雙
重
脉
絡
考
察
」（『
復
旦
學
報
（
社

會
科
學
版
）』
二
〇
一
〇
年
第
五
期
）
に
指
摘
が
有
る
。
但
し
、
郭

論
文
は
、
衞
湜
『
禮
記
集
説
』
所
引
の
断
片
的
資
料
に
拠
る
た
め
、

「
性
」
と
「
質
」
を
区
分
し
な
い
な
ど
、
そ
の
整
理
に
は
不
十
分
な

点
が
残
る
。

（
21
） 

司
馬
光
の
「
性
」
を
巡
る
議
論
に
就
い
て
は
、
寺
地
遵
「
天
人

相
関
説
よ
り
見
た
る
司
馬
光
と
王
安
石
」、
同
「
司
馬
光
に
お
け
る

自
然
観
と
そ
の
背
景
」（『
東
方
學
』
第
三
十
二
輯
、
一
九
六
六
年
）、

近
藤
正
則
「
孟
子
性
善
説
を
め
ぐ
る
北
宋
諸
儒
の
議
論
に
つ
い
て
」、

夏
長
樸「
司
馬
光
疑
孟
及
其
相
關
問
題
」（『
臺
大
中
文
學
報
』第
九
期
、

一
九
九
七
年
）
等
を
参
照
。
又
、
陳
睿
超
『
司
馬
光
易
學
宇
宙
觀
研

究
―
以
『
潛
虛
』
爲
核
心
―
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）

は
司
馬
光
『
潛
虛
』「
性
圖
」
に
よ
り
、
司
馬
光
の
「
性
」
は
「
差

異
物
質
」
で
あ
り
、「
形
而
上
的
普
遍
之
性
」
で
は
な
い
と
す
る
。

こ
の
見
解
は
本
論
の
理
解
と
一
致
す
る
が
、
一
方
で
陳
著
は
、『
列

子
』「
天
瑞
」
に
依
り
、「
質
就
是
性
」
と
し
、
司
馬
光
の
「
性
」
は

張
載
の
「
氣
質
之
性
」
に
相
当
す
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
就
い
て
は

本
論
と
は
見
解
が
異
な
る
。
少
な
く
と
も
、『
潛
虛
』
に
は
「
氣
質
」

の
語
は
見
ら
れ
な
い
。

（
22
） 

司
馬
光
『
法
言
注
』
に
見
ら
れ
る
「
自
然
」
の
概
念
は
、「
光
曰
、

天
則
無
爲
自
然
而
萬
物
生
成
。
君
則
垂
衣
端
拱
而
百
姓
乂
安
。
是
其

事
逸
也
。
天
則
陰
陽
徃
來
、
生
生
日
新
、
君
則
求
賢
訪
道
、
一
日
萬

幾
、是
其
道
勞
也
」（『
宋
版
楊
子
法
言
』「
孝
至
篇
」13/10b

）
と
、「
陰

（22）



熊 本 県 立 大 学 文 学 部 紀 要 　　第 28巻　　　202292

陽
」
の
往
来
で
万
物
が
日
々
新
た
に
誕
生
す
る
こ
と
を
「
無
爲
自
然
」

と
称
し
、
無
作
為
を
意
味
す
る
。
寺
地
遵
「
司
馬
光
に
お
け
る
自
然

觀
と
そ
の
背
景
」
は
、
天
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
は
独
自
の
意
思
を
持

つ
活
動
で
あ
り
、
人
が
自
然
を
知
る
に
は
限
界
が
有
る
と
司
馬
光
は

理
解
し
て
い
た
と
す
る
。

（
23
） 「
極
深
研
幾
」
は
『
易
』「
繋
辭
上
」
に
拠
る
が
、
司
馬
光
は
『
法

言
』
の
「
聖
人
則
異
賢
人
矣
」
の
注
に
も
用
い
（「
學
行
篇
」p.78

）、

「
聖
人
」
を
形
容
す
る
語
と
す
る
。

（
24
） 『
温
國
文
正
司
馬
公
文
集
』（『
四
部
叢
刊
初
編
』一
三
九
冊
）は「
善

惡
混
辨
」（72/3a

）
と
題
す
る
。
夏
長
樸
「
司
馬
光
疑
孟
及
其
相
關

問
題
」
を
参
照
。

（
25
） 『
資
治
通
鑑
』
は
一
〇
六
〇
年
代
中
頃
か
ら
実
質
上
の
編
纂
が

始
ま
り
一
〇
八
四
年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
、『
法
言
』「
序
」
は

一
〇
八
一
年
に
書
か
れ
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
』
に
見
ら
れ
る
司
馬

光
の『
法
言
』解
釈
に
は『
法
言
注
』と
一
致
す
る
も
の
が
確
認
さ
れ
、

宋
咸
注
も
引
か
れ
て
い
る
。
一
方
、『
法
言
』
の
テ
ク
ス
ト
の
扱
い

に
就
い
て
は
、『
資
治
通
鑑
』
は
一
貫
し
て
「
宋
・
呉
本
」
に
基
づ

い
て
『
法
言
』
を
引
用
す
る
。『
法
言
注
』
は
「
宋
・
呉
本
」
に
従

う
箇
所
も
有
れ
ば
、「
李
本
」
に
基
づ
い
て
改
め
た
箇
所
も
見
ら
れ

る
。
即
ち
『
法
言
注
』
で
の
テ
ク
ス
ト
考
証
が
『
資
治
通
鑑
』
に
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
以
上
か
ら
、『
法
言
注
』
と
『
資

治
通
鑑
』
の
編
纂
は
並
行
し
て
行
わ
れ
た
か
、
或
は
『
法
言
』
に
関

す
る
司
馬
光
メ
モ
の
様
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
両
著
の
撰
述
に
活

用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、『
法
言
』
の
テ
ク
ス
ト
考
証
の

み
は
最
終
的
作
業
と
な
り
、
そ
れ
は
『
資
治
通
鑑
』
に
は
反
映
さ
れ

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
26
） 

郭
曉
東
「
論
司
馬
光
対
『
中
庸
』『
性
』
與
『
誠
』
的
詮
釋
」
を

参
照
。
但
し
、
郭
論
は
司
馬
光
『
法
言
注
』『
道
德
眞
經
論
』
に
は

言
及
し
て
い
な
い
。

（
27
） 「
才
德
」
双
方
を
備
え
な
い
者
の
場
合
、「
德
」
有
る
者
が

優
先
さ
れ
る
。
田
中
謙
二
『
資
治
通
鑑
』（
ち
く
ま
學
芸
文
庫
、

二
〇
一
九
年
。pp.37-49

）、
方
堃
「
解
讀
『
德
才
兼
備
、
以
德
爲

先
』
―
從
司
馬
光
『
取
人
四
分
法
』
談
起
」（『
党
政
干
部
論
壇
』

二
〇
〇
〇
年
第
一
期
）
等
を
参
照
。

（
28
） 

馬
巒
・
顧
棟
高
『
司
馬
光
年
譜
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
。

p.130

）。

（
29
） 「
老
子
之
言
道
德
、
吾
有
取
焉
耳
。
及
捶
提
仁
義
、
絶
滅
禮
學
、

吾
無
取
焉
耳
」（『
宋
本
揚
子
法
言
』「
問
道
」p.124

）。

（
30
） 

拙
著
『
宋
代
道
家
思
想
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

で
は
、
司
馬
光
の
因
循
と
積
極
営
為
の
枠
組
み
を
、
内
・
外
論
と
し

て
考
察
し
、
内
的
因
循
を
踏
ま
え
つ
つ
外
界
に
積
極
的
に
展
開
し
て

い
く
営
為
と
解
釈
し
た
。
尚
、
司
馬
光
言
う
所
の
「
空
」「
無
爲
」

に
就
い
て
は
、
魏
濤
「
司
馬
光
與
理
學
關
係
之
再
討
論
」（『
晋
陽
學

刊
』
二
〇
一
三
年
第
四
期
）
に
簡
単
な
言
及
が
見
ら
れ
る
。

（
31
） 

本
論
で
使
用
す
る
『
道
藏
』
所
収
文
献
は
、『
正
統
道
藏
』（
藝

文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）
に
拠
る
。

（
32
） 「
道
體
」
を
「
非
有
非
無
」
と
す
る
立
場
が
唐
代
に
極
点
に
達
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
を
司
馬
光
は
「
世

俗
」
理
解
と
し
て
批
判
す
る
。
こ
の
姿
勢
は
「
論
風
俗
箚
子
」
に
見

ら
れ
る
批
判
と
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
33
） 「
漁
父
曰
、
聖
人
不
凝
滯
於
物
而
能
與
世
推
移
」（『
中
國
古
典
文

學
基
本
叢
書　

楚
辭
』。
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
。p.308

）。

（23）
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（
34
） 「
名
家
苛
察
繳
繞
、
使
人
不
得
反
其
意
、
專
決
於
名
而
失
人
情
」

（『
史
記
』。
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
。p.3291

）。

（
35
） 

尚
、『
法
言
』「
問
道
篇
」
の
「
及
搥
提
仁
義
、
絶
滅
禮
學
、
吾

無
取
焉
耳
」
に
対
し
て
、呉
秘
注
が
「
道
」
と
「
仁
義
」
を
『
老
子
』

は
分
離
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
の
を
先
に
見
た
が
、
司
馬

光
は
「
道
」
と
「
仁
義
」
の
一
体
を
『
老
子
』
は
説
く
と
理
解
す
る
。

そ
の
た
め
か
、『
法
言
』
の
上
記
箇
所
に
は
司
馬
光
は
注
文
を
施
し

て
い
な
い
。

（
36
）『
法
言
』「
問
道
」「
塗
雖
曲
而
通
諸
夏
則
由
諸
、
川
雖
曲
而
通
諸

海
則
由
諸
」（『
宋
本
揚
子
法
言
』「
問
道
」p.121

）

（
37
） 

江
『
疏
義
』
に
就
い
て
は
、
江
淑
君
『
宋
代
老
子
學
詮
解
的
義

理
向
度
』（
臺
灣
學
生
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
38
） 

無
論
、
江
『
疏
義
』
の
『
法
言
』
引
用
の
全
て
が
付
会
な
訳
で

は
な
く
、
第
四
十
七
章
「
不
出
戸
、
知
天
下
。
不
窺
牖
、
見
天
道
」

の
句
の
『
疏
義
』
は
、
そ
の
一
段
全
体
が
『
法
言
』「
問
神
篇
」
を

基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
（『
道
藏
』
第
二
十
一
冊
。『
道
徳
眞
經
疏

義
』。09/27b/08

）。

※ 

本
論
は
、第
七
十
二
回
道
教
学
会（
二
〇
二
一
年
）で
の
口
頭
報
告「
中

国
近
世
思
想
史
上
の
司
馬
光『
法
言
注
』と『
道
德
眞
經
論
』―
性
・
質
・

學
・
諸
子
を
中
心
に
―
」
に
基
づ
く
。
ま
た
、
論
文
化
はJSPS
科

研
費JP19K

00052

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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